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「
ム
叩
」

と

「
令
・
」

「
天
命
之
謂
性
」
解
程
|
|

木

下

3載

失

序

本
誌
第
五
十
五
巻
第
三
競
(
一
九
九
六
年
二
一
月
)
に
掲
載
さ
れ
た
「
『
治
』
よ
り
「
理
』

へ
ー
ー
陸
費
・
王
安
石
・
朱
喜
…
|
|
」
に
お
い
て

私
は
、
唐
か
ら
宋
に
か
け
、
皇
帝
・
園
家
の
相
貌
が
「
治
め
る
」
者
か
ら
「
理
め
る
」
者
へ
と
壁
化
し
た
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
れ
は
「
皇
帝
機

(
I
)
 

閥
説
」
と
も
呼
び
得
る
よ
う
な
国
家
意
識
・
皇
帝
意
識
の
士
大
夫
に
お
け
る
成
立
に
か
か
わ
る
嬰
化
で
も
あ
っ
た
。

『
中
庸
」
目
頭
の
一
句
「
天
命
之
謂
性
(
天
の
命
ず
る
を
む
性
と
謂
う
)
」
に
釘
す
る
朱
嘉
『
中
庸
章
句
』
で
の
注
程
、
特

本
稿
に
お
い
て
は

に
そ
の
、
本
丈
「
天
命
」
の
「
命
」
に
封
す
る
「
命
猫
令
也
(
命
は
猫
お
令
の
ご
と
き
也
)
」
と
い
う
訓
詰
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
た
た
み
込
ま

これ
とた
を朱
試嘉
みの
た思
い玄考
O~ を

解
き
ほ
ぐ
し

一
見
些
細
な
訓
詰
と
し
か
見
え
な
い
こ
の
注
穫
に
、
彼
の
時
代
に
現
れ
て
い
た
あ
る
思
考
の
轄
轍
を
謹
む

二

れ

こ

れ

こ

れ

問
題
と
す
る
「
命
猶
令
也
」
を
含
む
『
中
庸
」
冒
頭
「
天
の
命
ず
る
を
之
性
と
謂
い
、
性
に
卒
、
つ
を
之
遁
と
謂
い
、
道
を
惰
む
る
を
之
数
と

65 

謂
う
」
に
封
す
る
朱
烹
の
「
章
句
」
を
引
い
て
お
く
。

十
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-
A
命
は
猶
お
令
の
ご
と
き
也
。
性
は
即
ち
理
也
。
天
は
陰
陽
五
行
を
以
て
高
物
を
化
生
す
。
気
以
て
形
を
成
し
、
而
し
て
理
も
亦
た
需
に
賦

す
。
猫
お
命
令
の
ご
と
き
也
。

B
是
に
於
て
人
・
物
の
生
る
る
や
、
各
お
の
其
の
賦
す
る
所
の
理
を
得
る
に
因
り
て
、
以
て
健
順
・
五
常
の
徳
を
話
す
。
所
謁
性
也
o

C
率
は
循
う
也
。
這
は
猫
お
路
の
ご
と
き
也
。
人
・
物
各
お
の
其
の
性
の
自
然
に
循
え
ば
、
則
ち
其
の
日
用
事
物
の
問
、
各
お
の
雷
に
行
く

ベ
き
の
路
有
ら
ざ
る
莫
し
。
日
疋
れ
則
ち
所
謂
遁
也
。

D
惰
は
之
を
品
節
す
る
也
。
性
・
遁
は
同
じ
と
雌
も
、
而
る
に
気
票
或
い
は
異
な
る
。
故
に
過
・
不
及
の
差
無
き
能
わ
ず
。
聖
人
、
人
・
物

の
首
に
行
く
べ
き
所
の
者
に
因
り
て
之
を
品
節
し
、
以
て
法
を
天
下
に
潟
せ
ば
、
則
ち
之
を
教
と
謂
う
。
穫
祭
・
刑
政
の
属
の
若
き
、
是

れ
也
。

先
ず
こ
の
注
緯
の
丈
脈
が
、
「
天
」
の
「
化
生
」
に
お
け
る
「
気
」
と
「
理
」
の
針
置
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

す
な
わ
ち
、

A
に
お
い
て
、
朱
喜
…
は
、

天
以
陰
陽
五
行
化
生
高
物
。

と
、
天
が
高
物
を
「
陰
陽
五
行
」
を
基
材
と
し
て
生
み
出
す
、
と
総
説
し
た
上
で
、

気
以
成
形
、
而
理
亦
賦
罵
。

と
、
そ
の
天
の
生
み
出
す
働
き
を
「
気
」
を
基
材
と
し
て
の
「
成
形
」
す
な
わ
ち
内
躍
の
形
成
と
、
そ
の
内
瞳
へ
の
「
理
」
の
「
賦
」
す
な
わ

ち
決
め
付
け
と
の
二
面
に
分
け
、
最
後
に
こ
の
二
つ
の
筋
を
ま
と
め
て
、

猶
命
令
也
。

と
承
け
る
の
で
あ
る
。

十
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B
に
お
い
て
は
、
本
丈
の
「
天
命
之
謂
性
」
、
す
な
わ
ち
「
性
」

へ
の
注
解
に
持
ち
込
む
べ
く
、
天
が
個
々
の
人
・
物
に
決
め
付
け
た
「
理
」

に
思
考
を
絞
り
、
個
々
の
人
・
物
が
そ
れ
に
「
因
っ
て
」
す
な
わ
ち
そ
の
理
に
重
ね
取
る
、

健
順
五
常
之
徳

に
言
い
到
り
、
こ
こ
で
本
丈
の
「
性
」
を
持
っ
て
来
て
、

所
謂
性
也

と
結
ぶ
。

(
3
)
 

な
お
「
健
順
」
の
「
健
」
は
「
易
」
乾
卦
の
催
、
「
順
」
は
坤
卦
の
徳
で
あ
る
か
ら
、
「
健
・
順
」
は
「
陰
・
陽
」
の
「
理
」
を
重
ね
取
っ
た

「
徳
」
で
あ
り
、
ま
た
「
五
常
」
は
「
仁
・
曜
・
義
・
智
・
信
」
で
、
こ
れ
は
「
五
行
」
す
な
わ
ち
「
木
・
火
・
金
・
水
・
土
」
の
「
理
」
を

重
ね
取
っ
た
「
徳
」
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
A
に
云
う
「
理
」
と
は
「
陰
陽
五
行
の
理
」
、
「
気
」
と
は
「
陰
陽
五
行
の
気
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

C
に
お
い
て
は
、
本
丈
に
沿
い
な
が
ら
「
性
」
か
ら
「
道
」
が
導
き
出
さ
れ
る
が
、

D
で
は
、
個
々
の
人
・
物
に
お
け
る
そ
の
「
性
」
「
遁
」

が
ひ
と
し
く
同
一
で
あ
る
に
釘
し
、
「
気
」

の
面
に
お
け
る
バ
ラ
ツ
キ
の
存
在
、
そ
の
よ
う
な
個
々
の
人
・
物
に
お
け
る
「
台
市
刑
事
」
の
パ
ラ
ツ

キ
に
と
も
な
う
、
個
々
の
人
・
物
の
「
性
の
自
然
に
循
う
」
と
こ
ろ
に
出
る
「
そ
う
す
べ
き
」
筋
道
か
ら
の
逸
脱
に
論
黙
を
移
す
。
聖
人
は
こ

の
個
々
の
人
・
物
の
現
賓
で
あ
る
逸
脱
を
「
そ
う
す
べ
き
」
筋
道
へ
と
適
正
に
調
整
す
べ
く
「
瞳
梁
刑
政
」
な
ど
の
「
数
」
を
つ
く
っ
た
の
で

あ
る
と
し
て
、
本
丈
の
「
惰
道
之
謂
数
」
を
承
け
納
め
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め
る
な
ら
、

気

形

理

性

67 

の
封
置
が
こ
こ
で
の
思
考
の
進
み
の
基
底
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

A
の
冒
頭
に
「
命
猶
令
也
」
と
云
い
、
末
尾
に
「
猶
命
令
也
」
と
云
う
、

十
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そ
の
差
は
、
「
命
猶
令
也
」
が
本
丈
の
「
天
命
之
謂
性
」
の
「
命
」
を
承
け
て
こ
れ
を
「
性
」
の
側
に
収
め
取
る
注
樟
で
あ
り
、

一
方
末
尾
の

「
猫
命
令
也
」
の
方
は
、
「
気
以
成
形
」
と
「
理
亦
賦
罵
」
の
雨
者
を
承
け
て
の
牧
め
取
り
、
す
な
わ
ち
「
気
形
」
「
理
性
」
両
方
を
承
け

て
の
言
明
で
あ
る
貼
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
朱
嘉
の
思
考
に
お
け
る
、

気
形
:
:
:
命

理

性

A 
Tl 

と
い
う
封
置
、
「
命
」
と
「
令
」
と
の
封
置
が
、
こ
の
注
鐸
テ
キ
ス
ト
の
謹
み
か
ら
先
ず
は
珠
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

-
A
の
目
頭
「
命
猶
令
也
」
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
『
中
庸
』
目
頭
の
「
天
命
之
謂
性
」
の
「
命
」
に
封
す
る
注
緯
、
訓
詰
で
あ
る
。
こ
の

「
天
命
之
謂
性
」
一
句
の
朱
喜
…
の
思
索
に
お
け
る
重
要
性
は
あ
ら
た
め
て
賢
言
す
る
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
の
「
章
句
」
の
官
頭
に
「
命

猫
令
也
」
と
い
う
訓
詰
を
朱
裏
が
置
い
た
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
配
慮
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
な
が
ち
な
、
あ
り
ふ
れ
た
訓
詰
と
し
て
矯
さ

(
4
)
 

れ
た
と
は
考
え
が
た
い
。

朱
喜
…
が
生
涯
そ
の
完
成
に
力
を
注
い
だ
テ
キ
ス
ト
の
多
く
は
「
注
耀
」

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
思
想
的
な
替
矯
も
中
心
的
に
は
「
注

程
」
を
書
く
と
い
う
形
で
果
た
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
注
意
し
て
お
き
た
い
。
『
大
向
学
」
「
中
庸
』
「
論
一
語
』
『
孟
子
」
、
所

謂
「
四
書
」
に
封
す
る
改
訂
を
重
ね
た
、
ま
た
「
章
句
」
「
集
注
」
「
或
問
」
「
精
義
」
な
ど
と
形
式
を
異
に
連
携
す
る
形
で
積
み
上
げ
ら
れ
た

注
稗
群
は
、
そ
の
代
表
で
も
あ
り
、
中
心
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
他
に
も
、
周
敦
聞
の

『
太
極
園
説
』
『
通
書
』
、

『
詩
一
経
』
「
周
易
』
「
儀
櫨
」
、
「
楚
辞
』
に
封
す
る
注
棒
、
ま
た
韓
愈
『
昌
繋
先
生
集
」
に
封
す
る
「
考
異
」
、
「
孝
経
』
に
封
す
る
「
刊
誤
」
な

ど
を
翠
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

す
な
わ
ち
、
朱
票
の
哲
撃
的
な
テ
l
マ
を
め
ぐ
る
思
索
が
基
本
的
に
「
四
書
」
や
『
太
極
圃
説
』
『
程
氏
遺
書
』
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
の
一
字

十
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一
字
に
食
い
下
が
る
注
程
的
思
考
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
と
い
う
事
賓
に
我
々
は
あ
ら
た
め
て
思
い
を
致
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
言
葉
を
換

え
れ
ば
、
朱
烹
は
経
撃
を
代
表
と
し
て
精
綴
化
さ
れ
て
き
た
注
轄
の
手
法
を
自
ら
の
思
索
の
基
本
的
手
法
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
思
い
を

致
し
、
そ
の
覗
貼
か
ら
彼
の
テ
キ
ス
ト
を
謹
み
直
す
用
意
が
必
要
で
あ
る
。

こ
こ
で
朱
烹
が
輿
え
た
「
命
猶
令
也
」
と
い
う
訓
詰
も
、
字
書
が
首
該
箇
所
に
示
す
一
般
的
な
「
命
」
字
の
意
味
の
提
示
で
は
な
く
、
自
ら

が
封
し
て
い
る
本
文
、
『
中
庸
』
冒
頭
「
天
命
之
謂
性
」
の
そ
の
「
命
」
と
い
う
一
字
の
謹
み
に
、
そ
の
「
命
」
と
い
う
字
面
の
ま
ま
の
理
解

で
は
や
り
過
ご
せ
な
い
問
題
を
朱
票
が
看
取
し
、
そ
の
こ
と
を
提
示
し
た
注
稗
、
と
謹
む
べ
き
で
あ
る
。

の
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
朱
嘉
の
「
命
猶
令
也
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
こ
の
よ
う
な
観
貼
か
ら
の
問
題

化
を
行
っ
た
例
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
朱
喜
…
の
「
章
句
」
を
丁
寧
に
訓
謹
、
解
緯
し
た
著
述
と
し
て
は
今
な
お
島
田
慶
次
氏
の

た
だ
し
か
し
、
「
中
庸
章
句
』

随
一
干
・
中
庸
』
(
朝
日
新
聞
枇
、

中
園
古
典
選

4
)

が
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
著
の
首
該
箇
所
を
示
す
と
、

一
九
六
七
年
、
新
訂

-
・
・
・
・
天
が
下
し
た
命
令
、

そ
れ
が
性
で
あ
る
、
と
い
う
「
性
」
は
、
も
っ
と
一
般
的
な
言
葉
に
お
き
か
え
る
な
ら
ば
、
理
ー
ー
蔦
物
は
理

と
気
と
よ
り
成
る
と
い
う
そ
の
理
ー
ー
で
あ
る
。
:
:
:
そ
こ
に
は
理
も
ま
た
(
あ
た
か
も
命
令
を
下
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
)
賦
せ
ら
れ
て

い
る
、
わ
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
:
:
:
(
一
六
八
頁
)

:
:
・
つ
ぎ
に
注
意
す
べ
き
第
二
の
貼
は
、
「
天
が
命
じ
た
」
と
い
う
目
頭
の
二
字
を
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

朱
子
の
注
も
、
ム
叩
を
命
令
と
解
し
、
ま
た
「
天
が
高
物
を
化
生
す
る
」
と
も
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
:
:
:
(
一
六
九
頁
)

と
羽
詳
解
し
て
お
ら
れ
る
。
問
題
の
「
命
猫
令
也
」
に
つ
い
て
は
「
命
を
命
令
と
解
し
」
と
簡
単
に
言
い
換
え
ら
れ
る
だ
け
で
、
特
に
問
題
化
す

る
こ
と
は
し
て
お
ら
れ
な
い
。

で
は
何
が
こ
こ
で
問
題
で
あ
り
、
未
喜
…
は
一
見
す
る
と
こ
ろ
同
語
反
復
に
近
い
と
し
か
見
え
ぬ
よ
う
な
「
命
狛
令
也
」
と
い
う
注
穫
を
こ
こ

で
施
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

69 
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一
つ
に
は
、
『
論
語
」
な
ど
に
出
て
く
る
「
命
」
や
「
天
命
」
に
二
つ
の
意
味
を
朱
書
が
見
分
け
て
い
た
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
「
命
猶
令
也
」
と
注
稗
を
加
え
な
け
れ
ば
、
「
命
」
「
天
命
」
の
も
う
一
つ
の
方
の
意
味
、
古
典
的
に
は
よ
り
一
般
的

な
音
山
味
の
方
で
こ
こ
の
本
文
「
天
命
之
謂
性
」
が
誼
ま
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
こ
と
に
配
慮
し
て
、
朱
喜
…
は
特
に
「
命
猶
令
也
」
と
注
穫
を
附
し
、

こ
こ
の
「
命
」
は
通
常
と
異
な
る
「
令
」
の
方
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
喚
起
し
た
の
だ
と
先
ず
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
論
語
』
憲
問
篇
の
朱
喜
…
「
或
問
」
に
は
次
の
よ
う
に
云
う
。
『
朱
子
遺
書
』
所
牧
『
論
語
或
問
』
巻
之
十
四
。

2 

憲
問
篇
「
公
伯
寮
想
子
路
」
章
・
本
丈

公
伯
寮
、
子
路
を
季
孫
に
想
う
。
子
服
景
伯
以
て
告
げ
て
日
く
「
夫
子
園
よ
り
惑
う
志
、
公
伯
寮
に
有
り
。
吾
れ
力
猫
お
能
く
諸
れ
を

や

や

市
朝
に
躍
す
」
と
。
子
日
く
「
遁
の
終
に
行
わ
れ
ん
と
す
る
也
奥
、
命
也
。
遁
の
終
に
廃
れ
ん
と
す
る
也
輿
、
命
也
。
公
伯
寮
、
其
れ
命

を
如
何
せ
ん
」
と
。

「
或
問
」

日
く
。
侯
氏
(
侯
仲
良
)
命
を
以
て
天
理
と
矯
す
。
何
ぞ
也
。
日
く
。
命
な
る
者
は
、
天
理
流
行
し
て
高
物
に
賦
す
る
の
謂
い
也
。
然
れ

ト
ふ

ど
も
其
の
形
而
上
な
る
者
は
之
を
理
と
謂
う
。
形
而
下
な
る
者
は
之
を
気
と
謂
う
。
其
の
理
の
瞳
白
り
し
て
之
を
言
え
ば
、
則
ち
元
亨
利

め

く

よ

貞
の
徳
、
一
時
に
具
わ
り
て
高
古
に
易
わ
ら
ず
。
其
の
気
の
運
り
白
り
し
て
之
を
言
え
ば
、
則
ち
消
息
盈
慮
の
壁
、
循
環
す
る
の
端
無
き

が
如
く
し
て
窮
む
可
か
ら
ざ
る
也
。
高
物
、
命
を
天
に
受
け
て
以
て
生
ま
れ
、
而
し
て
其
の
理
の
瞳
を
得
。
故
に
仁
義
曜
智
の
徳
、
心
に

め

く

あ

根
ざ
し
て
性
と
負
る
。
其
の
既
に
生
る
る
也
、
則
ち
其
の
試
の
運
り
に
随
う
。
故
に
廃
興
・
厚
薄
の
壁
、
唯
だ
遇
、
つ
所
の
み
に
し
て
逃
る

め
ぐ

る
莫
し
。
此
の
章
の
所
謂
命
は
、
蓋
し
気
質
の
運
る
所
を
指
し
て
言
を
篇
す
、
而
る
に
侯
氏
天
理
を
以
て
之
を
緯
す
る
は
、
則
ち
二
者
の

ふ
の
会
G

分
に
於
て
、
亦
た
察
ら
か
な
ら
ず
実
。
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「
或
問
」
の
言
が
、
先
に
引
い
た

『
中
庸
章
句
』

の
言
(
引
用
1
)

と
相
い
襲
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
解
説
す
る
を
要
し
な
い
。
こ
こ
で
朱
裏

は
、
高
物
が
天
理
流
行
か
ら
決
め
付
け
を
受
け
る
場
面
を
「
理
」
の
場
面
と
「
気
」
の
場
面
に
分
け
、
同
じ
く
天
理
流
行
が
決
め
付
け
る
と
い

う
貼
で
は
「
命
」
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
「
理
」
の
場
面
と
「
気
」
の
場
面
と
の
直
分
け
を
は
っ
き
り
と
つ
か
み
、
古
典
中
の
「
命
」
字
を

讃
む
時
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
ち
ら
の
場
面
で
の
意
味
か
を
よ
く
か
み
分
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。

ア
ャ
っ
と
こ
ろ
を
園
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

理
の
盟

1
冗
亨
利
貞
の
懐
(
高
古
不
易
)
↓
仁
義
礎
智
の
徳
l
根
於
心
而
矯
性

試
の
運
H

泊
息
盈
虚
の
壁
(
循
環
無
端
)
↓
廃
興
厚
薄
の
愛
H

唯
所
遇
而
莫
逃

「
試
の
運
り
」
か
ら
来
る
決
め
付
け
は
、
個
々
の
人
・
物
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
「
逃
る
る
莫
き
」
「
め
ぐ
り
あ
わ
せ
」
で
あ
っ
て
、
我
々
の

所
謂
「
運
命
」
と
い
う
言
葉
に
相
賞
す
る
だ
ろ
う
。

『
論
語
』
羅
也
篇
に

3 

十
雄
也
篇
「
伯
牛
有
疾
」
章
・
本
丈

や

ま

い

ま

と

よ

か

な

や

ま

い

伯
午
、
疾
有
り
。
子
、
之
を
問
、
っ
。
踊
白
り
其
の
手
を
執
り
て
日
く
「
之
を
亡
ぼ
せ
り
。
命
な
る
失
夫
。
斯
の
人
に
し
て
斯
の
疾
有
る

也
。
斯
の
人
に
し
て
斯
の
疾
有
る
也
」
と
。

「
集
注
」

ま

き

や

ま

い

:
:
・
命
は
天
命
を
謂
う
。
言
、
っ
こ
こ
ろ
は
、
此
の
人
摩
に
此
の
疾
有
る
べ
か
ら
ざ
る
に
、
而
る
に
今
ま
乃
ち
之
有
る
は
、
是
れ
乃
ち
天

や
ま
い

の
命
ず
る
所
な
り
、
と
也
。
然
ら
ぱ
則
ち
其
の
疾
に
謹
む
能
わ
ず
し
て
以
て
之
を
致
す
こ
と
有
る
に
非
、
さ
る
こ
と
、
亦
た
見
る
可
し
失
。

71 

と
云
い
、
先
進
篇
に
、
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先
進
篇
「
回
也
其
庶
乎
」
章
・
本
文

お

も

ん

ば

か

あ

た

子
日
く
「
回
也
其
れ
庶
き
乎
。
屡
し
ば
空
し
。
賜
は
命
を
受
け
ず
し
て
、
貨
殖
す
。
億
れ
ば
則
ち
屡
し
ば
中
る
」
と
。

4 

「
集
注
」

命
は
天
命
を
謂
う
。
貨
殖
と
は
貨
財
生
殖
す
る
也
。
億
は
意
度
す
る
也
。
言
、
っ
こ
こ
ろ
は
、
子
貢
は
顔
子
の
貧
し
き
に
安
ん
じ
這
を
楽
し

は

か

あ

た

む
に
如
か
ざ
れ
ど
も
、
然
れ
ど
も
其
の
才
識
の
明
、
亦
た
能
く
事
を
料
り
て
中
る
こ
と
多
し
、
と
也
。

と一去、っ。
い
ず
れ
の
「
命
」
も
本
丈
に
従
え
ば
「
め
ぐ
り
あ
わ
せ
」
の
方
に
首
た
る
「
命
」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
朱
喜
…
は
と
も
に
「
命

謂
天
命
也
」
と
の
み
注
得
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
朱
書
に
と
っ
て
「
天
命
」
と
い
う
言
葉
が
普
通
に
は
「
め
ぐ
り
あ
わ
せ
」
「
運
命
」

を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
二
つ
の
注
稗
で
は
、
「
命
」
の
二
方
向
の
意
味
合
い
の
う
ち
「
め
ぐ
り
あ

わ
せ
」
の
方
の
意
味
だ
と
い
う
こ
と
を
特
定
す
る
言
葉
と
し
て
「
天
命
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
も
し
或
る
本
丈
に

「
天
命
」
と
い
う
言
葉
が
現
れ
て
、
し
か
も
そ
れ
に
何
の
注
稗
も
附
け
ず
に
置
く
な
ら
ば
、
そ
の
本
丈
の
「
天
命
」
は
個
々
の
人
・
物
に
逃
れ

が
た
く
決
め
付
け
ら
れ
る
「
め
ぐ
り
あ
わ
せ
」
「
運
命
」

の
方
の
意
味
と
し
て
普
通
に
は
誼
ま
れ
て
し
ま
う
と
危
倶
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。「

論
語
』
矯
政
篇
に
は
、

5 

矯
政
篇
「
五
口
十
有
五
而
志
子
皐
」
章
・
本
文

五
十
に
し
て
天
命
を
知
る
。

「
集
注
」

天
命
と
は
、
即
ち
天
遁
の
流
行
し
て
物
に
賦
す
る
者
、
乃
ち
事
物
の
首
に
然
る
べ
き
所
以
の
故
也
。

と
云
う
。
す
な
わ
ち
「
天
命
」
を
「
め
ぐ
り
あ
わ
せ
」
「
運
命
」
で
は
な
い
方
の
意
味
で
謹
も
う
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
に
明
確
に
注
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緯
を
加
え
る
わ
け
で
あ
る
。

問
題
と
し
て
い
る

「
中
庸
』
目
頭
の
「
天
命
之
謂
性
」
に
つ
い
て
も
、
も
し
こ
こ
の
「
天
命
」
な
い
し
「
命
」
に
何
ら
の
注
程
も
附
け
ず
に

置
く
な
ら
ば
、
個
々
の
人
・
物
に
差
異
し
て
決
め
付
け
ら
れ
る
「
め
ぐ
り
あ
わ
せ
」
「
運
命
」
の
方
の
意
味
で
ご
く
普
通
に
誼
ま
れ
る
だ
ろ
う
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
朱
喜
小
は
そ
の
よ
う
な
危
倶
の
も
と
に
、
こ
こ
の
「
天
命
」

の
「
命
」
に
つ
い
て
「
命
猶
令
也
」
と
注
調
押
し
、
こ
こ
の

「
天
命
」
が
普
通
に
は
そ
う
譲
ま
れ
が
ち
な
「
め
ぐ
り
あ
わ
せ
」
「
運
命
」
の
意
味
で
は
な
い
こ
と
を
提
示
し
た
の
だ
、
と
理
解
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

四

「
中
庸
』
官
頭
「
天
命
之
謂
性
、
率
性
之
謂
道
、
情
道
之
謂
数
」
一
一
一
句
の
、
そ
の
冒
頭
に
出
る
「
天
命
」
を
個
々
の
人
・
物
に
決
め
付
け
ら

れ
る
「
め
ぐ
り
あ
わ
せ
」
「
運
命
」
と
謹
む
か
否
か
は
、
以
後
の
「
性
」
「
遁
」
「
数
」
の
理
解
を
左
右
す
る
鍵
鎗
と
な
る
讃
み
で
あ
ろ
う
。

こ
の
句
を
含
む
「
中
庸
」

テ
キ
ス
ト
の
唐
代
以
来
「
正
統
」
と
認
め
ら
れ
る
讃
み
は
、
後
漢
・
鄭
玄
の
「
注
」
に
依
る
唐
・
孔
穎
達
「
瞳
記

正
義
」
の
謹
み
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
玩
元
校
刻
「
十
三
経
注
疏
」
本
『
瞳
記
注
疏
」
に
擦
る
に
、
そ
の
誼
み
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

6 

鄭
玄
「
注
」

天
命
と
は
、
天
の
命
じ
て
人
を
生
む
所
の
者
を
謂
う
也
。
是
れ
性
命
と
謂
う
。
木
の
紳
は
則
ち
仁
、
金
の
紳
は
則
ち
義
、
火
の
一
珊
は
則
ち

曜
、
水
の
一
紳
は
則
ち
信
、
土
の
一
紳
は
則
ち
知
。
孝
経
説
に
日
く
「
性
な
る
者
は
生
ま
る
る
の
質
命
、
人
の
富
市
受
す
る
所
の
度
也
」
と
。

孔
穎
達
「
正
義
」

「
天
命
之
謂
性
」
な
る
者
は
、
天
は
本
と
樫
無
け
れ
ば
、
亦
た
言
語
の
命
ず
る
無
し
、
但
だ
人
、
自
然
に
感
じ
て
生
ま
る
る
に
、
賢
愚
・

士
口
凶
有
る
こ
と
、
天
の
付
命
し
て
之
を
遣
使
す
る
が
若
く
然
り
、
故
に
天
命
と
云
う
。
老
子
に
云
ら
く
「
道
は
本
と
名
無
し
、
強
い
て
之

73 

に
名
づ
け
て
遁
と
日
う
」
と
。
但
だ
人
、
自
然
に
感
じ
生
る
る
に
、
剛
柔
・
好
悪
有
り
、
或
い
は
仁
た
り
、
或
い
は
義
た
り
、
或
い
は
瞳
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こ
れ

た
り
、
或
い
は
知
た
り
、
或
い
は
信
た
り
、
是
れ
天
性
の
自
然
な
れ
ば
、
故
に
「
之
性
と
謂
う
」
と
云
う
。
.

こ
こ
に
一
不
さ
れ
る
讃
み
に
お
い
て
は
、
「
天
命
」
は
、
人
が
生
ま
れ
る
時
に
決
め
付
け
ら
れ
た
木
・
火
・
土
・
金
・
水
、

五
行
の
配
分
に
因

む
生
ま
れ
具
合
の
「
め
ぐ
り
あ
わ
せ
」
、
す
な
わ
ち
「
生
ま
れ
つ
き
」
と
謹
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

鄭
玄
に
し
て
も
孔
穎
達
に
し
て
も
、
「
命
」
字
白
瞳
に
は
何
の
訓
詰
も
解
樟
も
示
さ
ず
、
注
轄
の
行
文
中
に
「
命
」
字
を
そ
の
ま
ま
使
用
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
ら
の
「
命
」
字
に
つ
い
て
の
理
解
に
は
、
元
来
、
個
々
に
差
異
す
る
決
め
付
け
の
意
味
し
か
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
、

そ
れ
だ
け
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
な
る
。
朱
票
の
よ
う
に
、
「
天
命
」
に
寓
物
に
ひ
と
し
く
決
め
付
け
ら
れ
る
「
寓
古
不
易
」
の
「
理
」
の
位

相
を
見
る
よ
う
な
こ
と
は
、
む
し
ろ
念
頭
に
も
浮
か
ば
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

五

以
上
を
勘
案
す
る
に
、
朱
裏
は
、
『
中
庸
」
回
目
頭
の
「
天
命
之
謂
性
:
:
:
」

一
段
に
つ
い
て
、
従
来
普
通
の
、
或
い
は
正
統
の
「
天
命
」
理

解
に
は
従
わ
ず
、
こ
れ
を
「
理
」
の
位
相
に
聞
け
る
「
天
命
」
理
解
へ
と
韓
轍
す
べ
く
、
「
命
猶
令
也
」
と
い
う
訓
詰
を
こ
こ
で
こ
の
テ
キ
ス

ト
の
謹
者
・
聴
者
に
輿
え
た
の
だ
、
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
「
命
猫
令
也
」
と
い
う
テ
キ
ス
ト
は
さ
り

げ
な
さ
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
、
以
下
の
「
性
」
、
「
遁
」
、
「
数
」
に
つ
い
て
の
基
本
的
理
解
に
言
わ
ば
「
コ
ベ
ル
ニ
ク
ス
的
轄
回
」
と
も
言
い

得
る
轄
回
を
奮
す
「
天
命
」
理
解
の
轄
轍
と
い
う
重
大
な
役
割
を
捨
う
に
し
て
は
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
通
常
の
訓
詰
の
形
を
と
っ
て
お
り
、

朱
喜
…
は
本
嘗
に
そ
れ
ほ
ど
の
意
味
合
い
を
こ
こ
に
込
め
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
も
首
然
わ
い
て
く
る
。

し
か
し
賓
は
、
こ
の
「
命
猶
令
也
」
と
い
う
テ
キ
ス
ト
に
は
、

也
」
あ
る
い
は
「
天
令
之
謂
命
」
と
い
う
言
葉
を
典
擦
と
す
る
、
朱
喜
…
の
長
年
に
わ
た
る
「
天
命
」
や
「
命
」
に
つ
い
て
の
思
索
が
込
め
ら
れ

『
漢
書
」
巻
五
六
に
載
る
董
仲
箭
の
「
針
策
」
中
に
見
え
る
「
命
者
天
之
令

て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
車
純
な
訓
詰
と
し
て
書
き
附
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
、
以
下
の
よ
う
な
資
料
か
ら
判
明
す
る
の
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
、
『
朱
丈
公
文
集
』
巻
七
二
所
牧
『
雑
撃
排
』
に
載
せ
る
朱
芸
の
、
張
無
垢
『
中
庸
解
』
に
お
け
る
「
天
命
之
謂
性
」
解
稗
に
封

す
る
批
判
に
次
の
よ
う
に
云
う
。

7 

『
中
庸
』
本
丈

天
命
之
謂
性
、
率
性
之
謂
道
、
惰
遁
之
謂
数

張
無
垢
「
解
」

張
云
う
。
「
天
命
之
謂
性
」
と
は
第
だ
性
の
貴
ぶ
可
き
を
費
、
ず
る
耳
。
未
だ
人
の
之
を
収
め
て
己
が
物
と
潟
す
を
見
、
ざ
る
也
。
「
率
性
之
謂

道
」
は
則
ち

朱
喜
…
「
排
」

愚
謂
え
ら
く
。
「
天
命
之
謂
性
」
と
は
、
性
の
名
づ
く
る
所
以
、
乃
ち
天
の
賦
す
る
所
、
人
の
受
く
る
所
、
義
理
の
本
源
な
る
を
言
、
っ
。

の

み

但
だ
に
其
の
貴
ぶ
可
き
を
賛
ず
る
而
己
に
非
ず
。
性
、
亦
た
何
ぞ
人
の
其
の
貴
き
を
賛
ず
る
に
待
た
ん
耶
。
董
子
日
く
「
命
な
る
者
は
天

ち

か

の
令
也
。
性
な
る
者
は
生
の
質
也
」
と
。
此
れ
、
子
思
の
意
に
庶
幾
し
と
謂
う
可
し
。
而
し
て
張
氏
の
言
に
異
な
れ
り
失
。

『
雑
皐
排
』
に
は
「
乾
道
丙
戊
(

一
六
一
年
)
孟
冬
晦
日
」
を
日
附
と
す
る
何
鏑
の
「
蹴
」
が
附
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、

朱
喜
…
三
二
歳
以
前
の
も
の
で
あ
る
。

ま
た
『
朱
子
語
類
』
巻
六
一
、

二
九
候
。
『
孟
子
」
垂
心
下
「
孟
子
日
く
、

口
の
味
に
於
け
る
也
:
:
:
性
也
。
命
有
り
罵
。
君
子
、
性
と
謂

わ
ざ
る
也
」
に
つ
い
て
の
僚
と
し
て
こ
の
巻
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
僚
に
は
、

8 

こ
れ

或
る
人
が
「
命
」
字
の
意
味
に
つ
い
て
質
問
し
た
。
言
わ
れ
た
。
「
命
」
と
は
天
の
付
輿
を
謂
う
。
所
謁
「
天
令
を
之
命
と
謂
う
」
だ
。

75 

し
か
し
「
命
」
に
は
二
種
類
あ
る
。
「
気
」
に
お
い
て
言
う
者
が
あ
る
。
:
:
:
理
に
お
い
て
言
う
者
が
あ
る
。
:
:
:
二
っ
と
も
天
が
付
輿

十

「
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し
た
も
の
だ
か
ら
、
ど
ち
ら
も
「
命
」
と
い
う
の
だ
。

と
記
録
さ
れ
る
。

こ
れ
は
董
鉢
の
記
録
、
巻
一
の
「
語
録
姓
氏
」
に
よ
れ
ば
「
内
辰
(
一

一
九
六
年
)
以
後
所
聞
」
。
朱
喜
…
六
七
歳
以
後
、
と
な
る
。

「
朱
子
語
類
』
巻
二
二
七
、
一
一

O
僚
に
、

9 

子
升
が
仲
告
と
文
中
子
に
つ
い
て
質
問
し
た
。
言
わ
れ
た
。
仲
許
は
本
領
が
純
正
だ
。
「
心
を
正
し
て
以
て
朝
廷
を
正
す
」
(
『
漢
書
』
巻
五

六
)
と
言
っ
た
の
や
、
「
命
な
る
者
は
天
の
令
也
」
以
下
の
言
葉
な
ど
は
、

と
謂
っ
た
の
は
、
ま
こ
と
に
是
し
い

0

・

い
ず
れ
も
善
い
。
班
固
が
「
純
儒
」
(
『
漢
書
』
を
一

0
0
下
)

と
記
録
さ
れ
る
。

」
れ
は
銭
木
之
の
記
録
、
「
語
録
姓
氏
」
に
よ
れ
ば
「
丁
巳
(

一
九
七
年
)
所
聞
」
。
朱
喜
…
六
八
歳
の
年
で
あ
る
。

同
巻
の
二
六
僚
か
ら
一
一
一

O
候
に
「
命
者
天
之
令
也
、
性
者
生
之
質
也
:
:
:
」
に
言
及
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
る
が
、
記
録
者
は
二
七
候
、
膝

球
「
辛
亥
(
一

一
九
一
年
)
所
開
」
、

九
O 

二
人
保
・
三

O
係
、
楊
遁
夫
「
己
酉
(
一

一
八
九
年
)
以
後
所
開
」
、

二
九
僚
、
陳
淳
「
庚
戊
(

年
)
己
未
(
一

一
九
九
年
)
所
聞
」
で
あ
る
。

ま
た

ま
れ

『
論
一
語
」
子
宰
篇
の
「
子
四
千
に
利
と
命
と
仁
を
言
、
つ
(
子
竿
言
利
輿
命
輿
仁
)
」
に
つ
い
て
の
朱
喜
…
「
或
問
」
に
は
次
の
よ
う
に
云
う
。

『
朱
子
遺
書
』
所
牧
『
論
語
或
問
』
巻
之
九
。

10 

利
な
る
者
は
義
の
和
也
。
:
:
:
命
な
る
者
は
天
の
令
也
。
然
れ
ど
も
入
賞
に
己
を
修
め
て
以
て
之
を
侯
つ
べ
し
、
然
る
後
に
以
て
命
を
立

つ
可
し
。
若
し
命
を
多
言
す
れ
ば
、
則
ち
人
事
修
ま
ら
ず
し
て
反
っ
て
命
を
害
う
実
。
仁
な
る
者
は
性
の
徳
也
。
:
:
:
一
一
一
者
(
利
・
命
・

仁
)
は
皆
な
理
の
正
、
聖
人
言
わ
ざ
る
能
わ
ず
。
而
し
て
其
の
深
き
を
憂
い
遠
き
を
慮
れ
ば
、
則
ち
又
た
以
て
多
言
す
る
可
か
ら
ざ
る
也
。

十
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故

ま

れ

の

み

「
雫
に
言
う
」
而
己
。

「
命
な
る
者
は
天
の
令
也
」
は
、
明
言
は
し
て
い
な
い
が
、

や
は
り
董
仲
野
「
封
策
」
の
語
を
引
く
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

要
す
る
と
こ
ろ
、
「
中
庸
章
句
』

の
「
命
猶
令
也
」
と
は
董
仲
箭
「
針
策
」
中
の
「
命
者
天
之
令
也
」
を
た
た
ん
だ
言
明
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

今
の

の
行
丈
(
引
用
叩
)
に
就
け
ば
、
朱
書
は
こ
こ
で

『
論
語
』
本
丈
「
子
四
干
言
利
輿
命
奥
仁
」
の
「
利
」
「
命
」
「
仁
」
に

『
論
語
或
問
」

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
解
説
し
た
上
で
、
「
三
者
は
皆
な
理
の
正
」
と
ま
と
め
る
か
ら
、
こ
こ
の
「
命
」
を
朱
裏
が
「
理
」
の
位
相
に
聞
い
て
謹
み

解
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
文
脈
で
、
「
命
」
に
つ
い
て
の
冒
頭
に
「
命
者
天
之
令
也
」
と
董
仲
野
の
語
を
引
く
の
で

あ
る
か
ら
、
朱
喜
…
が
こ
の
「
命
な
る
者
は
天
の
令
也
」
な
る
語
を
、

そ
の
護
者
・
聴
者
の
琵
想
を
、
個
々
に
差
異
す
る
「
運
命
」
と
い
う
通
常

の
「
命
」
理
解
か
ら
「
理
」
の
位
相
に
聞
け
る
「
命
」
理
解
へ
と
轄
轍
す
る
言
明
と
誼
み
取
り
、
引
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ

る

ー.L..
J、

こ
の
「
命
者
天
之
令
也
」
ま
た
「
天
令
之
謂
命
」
を
含
む
董
仲
野
「
針
策
」
の
テ
キ
ス
ト
を
『
漢
書
」
巻
五
六
・
董
仲
野
偉
か
ら
示
せ
ば
、

次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
針
策
」
の
一

11 

武
帝
「
制
」

77 

い

ず

よ

:
・
一
一
一
代
、
命
を
受
く
は
、
其
の
符
、
安
く
に
か
在
る
。
災
異
の
壁
、
何
に
縁
り
て
か
起
こ
る
。
性
命
の
情
、
或
い
は
夫
或
い
は
書
、
或

十

77 
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78 

あ

き

こ

い
は
仁
或
い
は
部
、
其
の
競
を
習
聞
す
る
も
、
未
だ
一
敗
の
理
に
燭
ら
か
な
ら
ず
。
伊
れ
風
流
れ
て
令
行
わ
れ
、
刑
軽
く
し
て
姦
改
ま
り
、

い

ま

し

み

の

く

さ

い

た

百
姓
和
楽
し
、
政
事
宣
昭
せ
ん
こ
と
を
欲
す
。
何
を
惰
め
何
に
前
め
ば
膏
露
降
り
百
穀
登
り
、
徳
、
四
海
に
潤
し
、
淳
、
中
木
に
藻
り

董
仲
箭
「
釘
策
」

陛
下
、
徳
音
を
設
し
、
明
詔
を
下
し
、
天
命
と
性
情
と
を
求
む
。
皆
な
愚
臣
の
能
く
及
ぶ
所
に
非
ざ
る
也
。
.

臣
聞
く
な
ら
く
。
命
な
る
者
は
天
の
令
也
。
性
な
る
者
は
生
の
質
也
。
情
な
る
者
は
人
の
欲
也
。
或
い
は
夫
或
い
は
書
、
或
い
は
仁
或
い

は
部
。
陶
冶
し
て
之
を
成
す
も
、
粋
美
な
る
能
わ
ず
し
て
(
顔
師
古
注
「
陶
は
以
て
瓦
を
造
る
に
除
え
、
冶
は
以
て
金
を
鋳
る
に
除
、
つ
る
也
。
天

ひ
と

の
人
を
生
む
こ
と
此
れ
に
似
る
と
こ
ろ
有
る
を
言
う
也
。
粋
は
純
也
」
)
、
治
乱
の
生
ず
る
所
有
れ
ば
、
故
に
斉
し
か
ら
ざ
る
也
。
孔
子
日
く
「
君

く

さ

く

わ

た

お

子
の
徳
は
風
、
小
人
の
徳
は
山
て
ゆ
、
之
に
風
を
上
う
れ
ば
必
ず
値
る
」
と
。
故
に
嘉
・
舜
、
徳
を
行
え
ば
、
則
ち
民
は
仁
に
し
て

い

の

ち

な

が

わ

か

じ

仁

ろ

く

ろ

害
し
。
築
・
材
、
暴
を
行
え
ば
、
則
ち
民
は
都
に
し
て
夫
す
。
夫
れ
上
の
下
を
化
し
、
下
の
上
に
従
う
こ
と
、
猶
お
泥
の
鈎
に
在

り
て
、
唯
だ
甑
者
の
篇
す
所
な
る
の
み
な
る
が
ご
と
く
、
猶
お
金
の
銘
に
在
り
て
、
唯
だ
冶
者
の
鋳
る
所
な
る
の
み
な
る
が
ご
と
し
。

ま
た
「
封
策
」
の
一
一
一

あ

か

し

し

る

し

ロ
A
加
に
日
く
「
善
く
天
を
言
う
者
は
必
ず
徴
人
に
有
り
、
善
く
古
を
ヨ
一
口
う
者
は
必
ず
験
今
に
有
り
」
と
。
臣
聞
く
な
ら
く
。
天
な
る
者
は

と
と
の

草
物
の
租
也
、
故
に
偏
く
覆
い
包
み
函
れ
て
殊
に
す
る
所
無
く
、
日
月
風
雨
を
建
て
て
以
て
之
を
和
え
、
陰
陽
寒
暑
を
経
て
以
て
之
を

な

成
す
。
故
に
聖
人
は
天
に
法
り
て
道
を
立
て
、
亦
た
淳
く
愛
し
て
私
す
る
亡
く
、
徳
を
布
き
仁
を
施
し
て
以
て
之
を
厚
く
し
、
誼
を
設
け

植
を
立
て
て
以
て
之
を
導
く
。
-

こ

れ

こ

れ

B
天
令
を
之
命
と
謂
う
。
命
は
聖
人
に
非
ざ
れ
ば
行
わ
れ
ず
。
質
撲
を
之
性
と
謂
う
。
性
は
教
化
に
非
ざ
れ
ば
成
ら
ず
。
人
欲
を
之
情
と
謂

十

「

78 
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ぅ
。
情
は
度
制
に
非
ざ
れ
ば
節
あ
ら
ず
。
日
疋
の
故
に
王
者
は
上
は
天
意
を
承
け
る
に
謹
み
て
以
て
命
に
順
う
也
。
下
は
教
え
を
明
ら
か
に

し
て
民
を
化
す
る
に
務
め
て
以
て
牲
を
成
す
也
。
法
度
の
宜
を
正
し
、
上
下
の
序
を
別
ち
て
以
て
欲
を
防
ぐ
也
。
此
の
一
一
一
者
を
惰
む
れ
ば

お
こ
わ
他

大
本
翠
わ
る
実
。

C
人
は
命
を
天
に
受
く
れ
ば
、
固
よ
り
超
然
と
し
て
草
生
に
異
な
り
、
入
れ
ば
父
子
兄
弟
の
親
有
り
、
出
づ
れ
ば
君
臣
上
下
の
誼
有
り
、
A
官

緊
し
て
相
い
遇
え
ば
則
ち
者
老
長
幼
の
施
有
り
、
祭
然
と
し
て
丈
有
り
て
以
て
相
い
接
し
、
騒
然
と
し
て
恩
あ
り
て
以
て
相
い
愛
す
、
此

れ
人
の
貴
き
所
以
也
。
五
穀
を
生
み
て
以
て
之
に
食
わ
せ
、
桑
廠
以
て
之
に
衣
せ
、
六
畜
以
て
之
を
養
い
、
牛
を
服
け
馬
に
乗
り
、
豹
を

か

こ

い

固
い
虎
を
櫨
る
、
是
れ
其
の
天
の
霊
を
得
て
物
よ
り
貴
け
れ
ば
也
。
故
に
孔
子
日
く
「
天
地
の
性
む
は
、
人
、
貴
し
と
属
す
」
(
「
孝
経
』

聖
治
章
)
と
。

D
天
性
に
明
ら
か
な
れ
ば
、
自
ら
の
物
よ
り
貴
き
を
知
る
。
自
ら
の
物
よ
り
貴
き
を
知
り
て
然
る
後
に
仁
誼
を
知
る
。
仁
誼
を
知
り
て
然
る

お

お

後
に
礎
節
を
重
ん
ず
。
瞳
節
を
重
ん
じ
て
然
る
後
に
善
に
慮
る
に
安
ん
ず
。
善
に
慮
る
に
安
ん
じ
て
然
る
後
に
理
に
循
う
に
楽
し
む
。
理

に
循
う
に
楽
し
み
て
然
る
後
に
之
を
君
子
と
謂
う
。
故
に
孔
子
日
く
「
命
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
以
て
君
子
と
話
す
亡
し
」
(
『
論
語
』
嘉
日
篇
)

と
。
此
れ
の
謂
い
也
。

引
用
日
で
は
、
「
命
な
る
者
は
天
の
令
也
」
の
前
後
が
ま
さ
に
董
仲
野
の
「
封
策
」
と
し
て
麿
答
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
武
帝
の
「
制
」
の

部
分
を
先
ず
示
し
た
。
こ
れ
に
就
け
ば
、
董
仲
野
の
「
命
」
に
「
令
」
を
附
け
合
わ
せ
る
こ
の
言
明
は
、
武
帝
の
「
三
代
、
命
を
受
く
は
、
其

の
符
、
安
く
に
か
在
る
」
と
い
う
言
句
に
封
す
る
切
り
替
え
を
意
圃
し
て
の
言
明
と
判
断
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
武
帝
が
「
命
」
に
つ
い
て

「
符
」
を
問
題
と
し
た
の
に
針
し
、
「
命
」
は
「
令
」
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
と
い
う
「
命
」
理
解
の
切
り
替
え
で
あ
る
。

「
符
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
を
参
考
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

79 

13 

『
史
記
』
巻
一

O
「
孝
丈
本
紀
」
二
年

十

「

79 

「



L 」

去
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
国
跡
部
中
日
宍
)
日
・

c
a
E
待

ー「

80 

た

め

つ

く

九
月
、
初
め
て
郡
・
圃
の
守
・
相
の
輿
に
銅
虎
符
・
竹
使
符
を
矯
る
。

斐
掴
「
集
解
」

庭
酎
日
く
。
銅
虎
符
、
第
一
よ
り
第
五
に
至
る
ま
で
、
圃
家
兵
を
護
す
る
に
首
た
り
、
使
者
を
遣
わ
し
て
郡
に
至
れ
ば
符
を
合
わ
す
。
符

ゆ
る

合
え
ば
乃
ち
之
を
受
く
を
轄
す
。
竹
使
符
は
皆
な
竹
箭
五
枚
、
長
さ
五
寸
を
以
て
し
、
装
童
日
を
鋳
刻
す
。
第
一
よ
り
第
五
に
至
る
。

張
曇
日
く
。
符
は
以
て
古
の
珪
嘩
に
代
、
っ
。
簡
易
に
従
う
也
。

司
馬
貞
「
索
隠
」

『
漢
奮
儀
』
に
「
銅
虎
符
、
兵
を
護
す
。
長
さ
六
寸
。
竹
使
符
、
出
入
徴
設
す
」
と

0

・:

『
漢
書
』
巻
四
・
顔
師
古
注

た

め

つ

く

師
古
田
く
。
郡
守
の
奥
に
符
を
矯
る
な
る
者
は
各
お
の
其
の
半
ば
を
分
け
、
右
は
京
師
に
留
め
、
左
は
以
て
之
に
典
、
っ
。

す
な
わ
ち
「
符
」
と
は
「
割
り
符
」
の
こ
と
で
あ
り
、
例
え
ば
「
銅
虎
符
」
な
ら
ば
、
兵
を
震
動
す
る
「
命
」
が
或
る
人
物
に
降
っ
て
い
る

か
否
か
を
確
詮
す
る
物
件
で
あ
る
。
武
帝
の
「
三
代
、
命
を
受
く
は
、
其
の
符
、
安
く
に
か
在
る
」
と
い
う
一
三
一
口
に
就
け
ば
、
夏
・
段
・
周
に

「
命
」
が
降
っ
た
と
い
う
確
詮
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
質
問
に
な
ろ
う
。
し
か
し
「
符
」
に
お
い
て
は
そ
の
「
符
」
を
持
っ
て
い
る
人

物
に
「
命
」
が
降
っ
て
い
る
こ
と
が
形
式
的
に
確
誼
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
命
」
の
賓
質
、
す
な
わ
ち
ど
の
よ
う
な
内
容
の
命
令
か

は
示
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
そ
の
「
符
」
が
奪
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
ま
た
そ
の
人
物
が
叛
乱
の
た
め
に
そ
の
兵
を
使
用
し
よ
う
と
し
て

い
る
に
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
「
符
」
に
お
い
て
は
問
わ
れ
ず
、
「
符
」
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
そ
の
人
物
に
兵
を
輿
え
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
董
仲
告
が
引
用
口
「
針
策
(
一
一
一
)
」
の

B
で
述
べ
る
の
は
、
天
か
ら
ム
叩
を
受
け
た
「
王
者
」
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
そ
の
「
命
」

を
降
し
た
「
天
」
の
「
意
」
を
「
承
け
」
、
そ
の
「
意
」
を
賓
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
天
の
「
命
」
は
白
紙
委
任
で
は
な
く
、
王
者
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が
そ
れ
に
「
順
う
(
そ
の
ま
に
ま
に
お
こ
な
う
こ
内
容
を
も
っ
た
命
令
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
董
仲
野
が
「
命
者
天
之
令
也
」
「
天
令
之
謂
命
」
と
持
ち
出
す
「
令
」
と
は
、
「
命
」
理
解
の
こ
の
よ
う
な
轄
轍
を
捨
う
語
と
し

て
、
車
な
る
我
々
の
言
、
っ
「
命
令
」
の
意
で
は
な
く
、
「
符
」
と
同
じ
く
皇
帝
・
朝
廷
が
護
給
す
る
、
『
史
記
」
巻
一
一
一
一
一
「
酷
吏
列
惇
」
に
、

14 

張
湯
な
る
者
は
社
の
人
也
。
:
:
:
是
こ
に
於
て
上
、
以
て
「
能
」
と
潟
し
、
精
や
遷
り
て
太
中
大
夫
に
至
り
、
超
高
と
共
に
諸
律
・
令
を

定
む
。
務
む
る
は
深
丈
も
て
守
職
の
吏
を
拘
る
に
在
り
。

と
云
い
、
『
瞳
銭
論
』
巻
一
一
一
「
詔
聖
」
第
五
八
に
、

か

た

ど

っ

く

の

っ

と

っ

く

丈
皐
日
く
。
春
・
夏
は
生
・
長
す
れ
ば
、
聖
人
象
り
て
令
を
矯
り
、
秋
・
冬
は
殺
・
戒
す
れ
ば
、
聖
人
則
り
て
法
を
漏
る
。
故
に
令
な

15 

る
者
は
数
也
。
民
人
を
導
く
所
以
。
法
な
る
者
は
刑
罰
也
。
強
暴
を
禁
ず
る
所
以
也
。
二
者
は
治
乱
の
具
、
存
亡
の
妓
也
。
上
の
任
ず
る

所
に
在
り
。

な
ど
と
云
う
「
律
・
令
」
「
法
・
令
」
の
「
令
」
と
し
て
謹
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
引
用
ロ
の

C
に
就
い
て
見
る
な
ら
ば
、
「
人
は
命
を
天
に
受
く
れ
ば
、
固
よ
り
超
然
と
し
て
章
生
に
異
な
り
:
:
:
此
れ
人
の
貴
き
所

以
也
」
と
し
て
、
「
父
子
兄
弟
の
親
」
以
下
の
人
倫
の
親
愛
と
折
り
目
正
し
さ
が
提
示
さ
れ
る
か
ら
、
人
が
受
け
た
「
命
」
の
内
容
と
し
て
こ

れ
ら
を
具
瞳
的
に
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
董
仲
箭
が
云
う
「
命
」
は
、
こ
れ
に
従
え
ば
、
個
々
の
人
に
お
い
て
差
異
す
る
「
運

命
」
で
は
な
く
、
人
一
般
に
決
め
付
け
ら
れ
た
、
章
生
に
卓
越
す
る
所
以
で
あ
る
親
愛
と
折
り
日
正
し
さ
に
貫
か
れ
た
人
倫
聞
係
を
賓
現
す
る

資
質
の
こ
と
と
な
ろ
う
。

D
で
は
人
一
般
の
、
生
ま
れ
つ
き
の
資
質
の
卓
越
性
を
自
覚
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
、
「
仁
誼
」
「
礎
節
」
「
慮

善
」
「
循
理
」
と
辿
り
、
「
故
に
孔
子
日
く
「
命
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
以
て
君
子
と
矯
す
亡
し
』
と
。
此
れ
の
謂
い
也
」
と
括
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
に
言
う
「
命
」
が
、
個
々
の
人
に
差
異
す
る
「
め
ぐ
り
あ
わ
せ
」
「
運
命
」
で
は
な
く
、
「
理
」
に
聞
け
た
、
人
た
る
者
が
「
循
い
」
賓
現

す
べ
き
人
皆
な
に
均
し
い
「
決
め
付
け
」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

81 
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七

朱
喜
…
の
「
天
命
之
謂
性
」
に
封
す
る
「
命
猶
令
也
」
と
い
う
注
樺
は
、
「
令
」
と
い
う
言
葉
を
鍵
鎗
と
し
て
以
上
に
見
た
董
仲
野
の
テ
キ
ス

ト
を
た
た
み
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
の
限
り
、
「
令
」
と
は
「
律
令
」
「
法
令
」
の
「
ム
乙
で
あ
り
、
「
天
命
」
は
「
天
令
」
と
換
え
て
謹
む

べ
し
、
と
い
う
指
示
を
こ
の
朱
烹
の
注
緯
は
誼
者
に
輿
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

「
命
」
と
「
令
」
と
の
意
味
の
相
違
は
「
命
令
」
と
い
う
熟
語
を
日
常
使
い
慣
れ
て
い
る
我
々
に
は
不
分
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し

か
し
微
妙
で
は
あ
る
が
蔵
然
た
る
意
味
の
差
異
を
こ
の
二
字
は
持
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
朱
嘉
の
「
命
猫
令
也
」
や
董
仲
奇
の
「
命
者
天
之

令
也
」
「
天
令
之
謂
命
」
と
い
っ
た
言
明
を
有
意
な
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
字
の
差
異
を
さ
ら
に
明
瞭
に
し
て
お
き
た
い
。

(
9
)
 

こ
の
差
異
を
よ
く
伺
う
こ
と
の
出
来
る
例
は
、
『
呂
氏
春
秋
」
の
十
二
紀
紀
首
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
ろ
う
。
「
孟
春
紀
」
正
月
紀
よ
り
一
不
す
。

16 

一
に
日
く
。
孟
春
の
月
。
日
は
管
室
に
在
り
。
:
:
:
是
の
月
也
、
立
春
を
以
て
す
。
立
春
に
先
ん
ず
る
こ
と
三
日
、
太
史
、
之
を
天
子
に

謁
げ
て
日
く
「
某
日
、
立
春
。
盛
徳
、
木
に
在
り
」
と
。
天
子
乃
ち
粛
す
。
立
春
の
日
、
天
子
親
し
く
一
一
一
公
・
九
卿
・
諸
侯
・
大
夫
を
率

し
よ
う

い
、
以
て
春
を
東
郊
に
迎
、
っ
。
還
る
。
乃
ち
公
・
卿
・
諸
侯
・
大
夫
を
朝
に
賞
す
。
相
に
命
じ
て
徳
和
の
令
を
布
き
、
慶
を
行
い
恵
み

し

も

す

な

わ

を
施
し
、
下
兆
民
に
及
ば
し
む
。
慶
賜
遂
行
せ
ら
れ
首
た
ら
ざ
る
有
る
無
し
。
廼
ち
太
史
に
命
じ
て
典
を
守
り
法
を
奉
じ
、
天
の
日
月

星
辰
の
行
を
司
わ
し
む
。
:
:
:
是
の
月
也
、
天
子
乃
ち
元
日
を
以
て
穀
を
上
帝
に
一
耐
る
。
:
:
:
三
公
・
九
卿
・
諸
侯
・
大
夫
、
皆
な
命

む
か

を
御
う
。
勢
酒
と
目
、
っ
。
:
:
:
玉
、
農
事
を
布
き
、
田
に
命
じ
て
東
郊
に
合
せ
し
む
。
皆
な
封
彊
を
修
め
径
術
を
審
端
す
。
:
:
:
是
の
月

也
、
楽
正
に
命
じ
て
皐
に
入
り
舞
を
習
わ
し
む
。
乃
ち
祭
典
を
修
む
。
命
じ
て
山
林
川
津
を
把
ら
し
む
。
犠
牲
、
牝
を
用
う
る
こ
と
無
L
o

-
-
:
・
孟
春
に
夏
令
を
行
え
ば
則
ち
風
雨
時
な
ら
ず
、
草
木
日
午
稿
し
、
固
に
乃
ち
恐
れ
有
り
。
秋
令
を
行
え
ば
則
ち
民
大
い
に
疫
し
、
疾
風

暴
雨
数
し
ば
至
り
、
事
秀
蓬
高
並
び
興
る
。
冬
令
を
行
え
ば
則
ち
水
漬
敗
を
矯
し
、
霜
雪
大
い
に
撃
り
、
首
種
入
ら
ず
。
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「
命
」
は
「
天
子
」
が
「
相
」
に
、
「
太
史
」
に
、
「
三
公
・
九
卿
・
諸
侯
・
大
夫
皆
な
」
に
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
役
目
に
あ
る
特
定
の

一
方
「
令
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に
天
子

や
王
を
含
め
、
何
が
行
わ
れ
る
の
か
、
天
子
や
王
が
誰
に
何
を
「
命
ず
る
」
の
か
、
に
つ
い
て
の
「
決
ま
り
」
「
し
き
た
り
」
を
謂
う
と
取
る

人
物
に
具
瞳
的
に
「
こ
れ
こ
れ
せ
よ
」
と
時
々
に
一
回
的
な
指
示
、
命
令
を
行
う
こ
と
を
謂
う
。

こ
と
が
出
来
る
。

「
命
」
の
重
要
な
用
法
は
、
引
用
日
の
「
三
代
、
命
を
受
く
は
、
其
の
符
、
安
く
に
か
在
る
」
に
出
る
よ
う
な
例
、
す
な
わ
ち
天
下
を
ま
か

せ
る
と
い
う
「
命
」
が
天
か
ら
或
る
人
物
に
降
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の

「
孟
子
」
高
章
上
の
次
の
一
文
は
、
こ
の
「
命
」

と
い
う
語
の
気
息
を
惇
え
て
興
味
深
い
。

17 

あ

た

こ

れ

あ

た

高
章
日
く
「
嘉
、
天
下
を
以
て
舜
に
輿
う
。
諸
有
る
か
」
と
。
孟
子
日
く
「
否
。
天
子
、
天
下
を
以
て
人
に
奥
う
る
能
わ
ず
」
と
。
「
然

た

も

や

た

れ

あ

た

あ

た

ら
ば
則
ち
舜
の
天
下
を
有
つ
也
、
就
か
之
を
輿
う
」
と
。
日
く
「
天
、
之
を
輿
う
」
と
。
「
天
、
之
を
奥
う
る
者
は
語
誇
然
と
し
て
之
に

も

の

い

の

み

命
ず
る
乎
」
と
。
日
く
「
否
。
天
は
言
わ
ず
。
行
と
事
と
を
以
て
之
に
示
す
而
己
主
」
と
。

「
語
辞
」
に
つ
い
て
朱
裏
は
「
詳
語
の
貌
」
と
注
し
て
い
る
。
詳
し
く
語
り
聞
か
す
さ
ま
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
命
」
と
い
う
言
葉
の
内

に
は
、
直
接
に
面
と
面
を
向
か
い
合
わ
せ
、
語
り
か
け
る
聾
で
も
っ
て
「
命
ず
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
含
ま
れ
て
お
り
、
高
章
は
こ
れ
を

「
誇
諒
然
(
ム
叩
之
乎
)
」
と
い
う
形
容
語
に
取
り
出
し
た
の
だ
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
、
だ
ろ
う
。
「
命
」
と
は
生
々
し
い
聾
の
働
き
に
よ
っ
て
特

定
の
人
聞
に
行
わ
れ
る
端
的
に
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
指
圃
を
謂
う
と
ひ
と
ま
ず
理
解
し
て
お
き
た
い
。

一
方
「
令
」

い
つ
誰
に
と
い
う
こ
と
が
パ
ー
ソ
ナ
ル
に
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
「
決
ま
り
」
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
決
ま
り
を

の
方
は
、

輿
え
る
と
い
う
形
で
の
オ
ー
プ
ン
な
指
示
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
日
氏
春
秋
」
に
見
た
「
夏
令
」
「
秋
令
」
「
冬
令
」
な
ど
の
「
令
」
は
こ
の

83 

よ
う
な
意
味
で
、
ま
さ
に
「
律
令
」
「
法
令
」
の
「
令
」
に
通
じ
る
が
、
朱
喜
…
が
こ
の
種
の
「
令
」
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
を
次
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に
紹
介
し
て
「
令
」
に
つ
い
て
の
朱
書
の
理
解
を
確
か
め
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
首
時
の
朝
廷
が
護
給
す
る
「
勅
・
令
・
格
・
式
」
四
種
の

違
い
に
つ
い
て
の
朱
票
の
解
説
で
あ
る
。

『
朱
子
語
類
』
巻
一
一
一
八
「
本
朝

法
制
」
七
五
係
。
李
儒
用
の
記
録
。
「
語
録
姓
氏
」
に
「
己
未
(

一
九
九
年
)
所
聞
」
o

18 

或
る
人
が
質
問
し
た
。
勅
・
令
・
格
・
式
は
ど
の
よ
う
に
遣
う
の
で
し
ょ
う
か
。
日
わ
れ
た
。
こ
の
四
つ
は
、
ほ
か
で
も
な
い
神
宗
朝
が

法
を
定
め
た
時
の
綱
領
な
の
だ
。
:
:
:
元
豊
年
聞
に
執
政
の
安
烹
等
が
救
・
令
を
定
め
て
上
申
し
た
が
、
お
上
(
神
宗
)
は
烹
に
「
此
こ

む
か

に
設
け
て
彼
の
至
る
を
逆
え
る
も
の
を
『
格
』
と
謂
う
。
此
こ
に
設
け
て
彼
に
見
習
わ
せ
る
も
の
を
『
式
』
と
謂
う
。
そ
う
な
る
前
に
禁

じ
る
も
の
を
『
令
』
と
謂
う
。
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
後
か
ら
泊
め
る
も
の
を
『
勅
』
と
謂
う
。
修
書
す
る
者
は
こ
の
こ
と
を
頭
に
置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
整
備
さ
れ
た
係
法
の
書
が
で
き
、
政
府
が
こ
れ
を
総
べ
、
有
司
が
こ
れ
を
守
る
な
ら
ば
、
事
も
な
き
世

と
な
ろ
う
」
と
こ
と
わ
け
さ
れ
た
(
元
豊
中
、
執
政
安
喜
一
等
上
所
定
勅
令
。
上
聡
烹
日
、
設
於
此
刷
逆
彼
之
至
、
謂
之
格
、
設
於
此
而
使
彼
殺
之
、

謂
之
式
、
禁
於
未
然
、
一
謂
之
令
、
治
甘
一
(
己
然
、
謂
之
穀
、
修
室
田
者
要
蛍
如
此
、
若
其
書
完
具
、
政
府
総
之
、
有
司
守
之
、
斯
無
事
失
。
原
注
「
こ
の
事
は

『
己
仰
録
』
に
載
っ
て
い
る
。
時
に
先
生
は
こ
の
書
を
取
り
出
し
て
皆
に
示
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
神
宗
の
言
葉
を
ノ
ー
ト
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
お

そ
ら
く
脱
設
の
箇
所
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
)

0

神
廟
は
天
資
人
に
超
絶
し
た
方
で
あ
っ
た
。
今
の
言
葉
は
ま
さ
に
目
を
見
張
る
も
の
で
、
も
の
の
見
事
に
こ
と
わ
け
で
お
ら
れ
る
。
「
格
」

と
は
五
服
制
度
の
よ
う
な
も
の
:
:
:
「
式
」
と
は
磨
勘
韓
官
、
恩
津
封
贈
を
求
め
る
な
ど
の
た
ぐ
い
:
:
:
「
令
」
と
は
、
保
令
禁
制
し
て

こ
う
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
と
き
め
、
違
反
が
あ
れ
ば
罰
を
加
え
る
た
ぐ
い
、

つ
ま
り
「
そ
う
な
る
前
に
禁
じ
る
」
と
こ
と
わ
け
ら
れ
た

も
の
だ
。
「
勅
」
と
は
、
事
は
己
に
終
結
し
て
結
果
が
出
て
お
り
、

そ
れ
を
僚
に
依
っ
て
断
遣
す
る
た
ぐ
い
、

つ
ま
り
「
そ
う
な
っ
て
し

ま
っ
た
後
か
ら
治
め
る
」
と
こ
と
わ
け
ら
れ
た
も
の
だ
(
令
則
保
令
禁
制
其
事
不
得
鏡
、
某
事
達
者
有
罰
之
類
、
所
謂
禁
於
未
然
者
、
救
則
是
巳

結
此
事
、
依
倹
断
遣
之
類
、
所
謂
治
其
己
然
者
)
。
:
:
:
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同
巻
七
六
候
。
葉
賀
孫
の
記
録
。
「
語
録
姓
氏
」
に
「
辛
亥
(

一
九
一
年
)
以
後
所
聞
」

0

19 

ど
の
よ
う
な
事
は
ど
の
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
決
め
た
も
の
、
こ
れ
が
「
令
」
だ
。
ど
の
よ
う
な
業
績
に
ど
の
よ
う
な
賞
、
ど

の
よ
う
な
罪
に
ど
の
よ
う
な
罰
か
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
を
決
め
た
も
の
、
こ
れ
が
「
格
」
だ
(
某
事
合
首
如
何
、
這
謂
之
令
、
如
某
功
得
幾
等

賞
、
某
罪
得
幾
等
罰
、
這
詣
之
格
)Oi---今
頃
は
「
救
、
令
、
格
、
式
」
と
云
う
が
、
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
「
令
、
格
、
式
、
救
」
と
一
言
、
つ

べ
き
だ
。
「
救
」
と
い
う
の
は
、
「
令
」
「
格
」
「
式
」
が
及
ば
な
い
と
こ
ろ
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
だ
。
だ
か
ら
と
く
に
そ
こ
で
は
「
救
」
で
断

ず
る
の
だ

0

・:

20 
同
巻
七
七
候
。
摩
徳
明
の
記
録
。
「
語
録
姓
氏
」
に
「
突
巳
(
一

本
来
は
「
令
」
を
先
に
「
救
」
を
後
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
。
先
に
教
え
後
に
刑
す
と
い
う
こ
と
だ
(
本
合
是
先
令
而
後
救
、

一
七
三
年
)
以
後
所
聞
」

0

先
数
後
刑
之
意
)

0

・

引
用
問
で
は
「
令
則
候
令
禁
制
其
事
不
得
矯
、
某
事
達
者
有
罰
之
類
、
所
謂
禁
於
未
然
者
」
と
、
「
令
」
と
は
「
こ
う
し
て
は
い
け
な
い
」

と
い
う
禁
止
を
内
容
と
す
る
決
ま
り
と
す
る
が
、
引
用
目
で
は
、
「
合
首
如
何
」
と
、
禁
止
以
上
に
、
「
こ
う
あ
れ
」
な
い
し
「
こ
う
せ
よ
」
と

い
う
具
盟
的
な
賓
現
事
項
を
輿
え
る
決
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。

い
ま
の
「
合
雷
如
何
」
の
「
合
雷
」
と
い
う
語
は
、
文
言
丈
で
は
「
嘗
(
ま
さ
に
:
:
:
す
べ
し
)
」
に
嘗
た
る
語
で
あ
る
。
引
用
1
に
示
し
た

『
中
庸
」
冒
頭
に
封
す
る
「
章
句
」
に
、
「
令
|
理
|
性
|
這
」
の
方
の
筋
で
「
首
に
行
く
べ
き
の
路
(
首
行
之
路
こ
と
い
う
語
が
出
る
が
、

引
用
目
に
お
け
る
「
令
」
に
つ
い
て
の
「
合
首
如
何
」
と
い
う
理
解
は
、
こ
の
「
章
句
」
に
お
け
る
思
考
の
脈
路
に
接
合
し
て
い
る
と
謂
う
こ

と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

85 

ま
た
引
用
却
に
就
け
ば
、
「
令
」
は
「
救
」
に
先
ん
じ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
先
致
後
刑
之
意
」
と
さ
れ
る
か
ら
、
こ
こ
に
示
さ
れ
る
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「
令
」
を
「
数
」
で
押
さ
え
る
理
解
は
、

や
は
り
引
用
1
が
示
す
「
令
理
性
遁
数
」
の
筋
に
接
合
す
る
。
さ
ら
に
引
用
日

『
瞳
銭

論
』
に
お
け
る
「
丈
島
T

」
の
「
故
に
令
な
る
者
は
敦
也
。
民
人
を
導
く
所
以
。
法
な
る
者
は
刑
罰
也
。
強
暴
を
禁
ず
る
所
以
也
」
と
い
う
言
葉

に
も
封
摩
す
る
。

朱
喜
…
最
晩
年
の
年
競
で
あ
る
「
慶
元
」
(

『
慶
一
万
練
法
事
類
」
を
見
る
に
、
「
令
」
と
は
「
職
制
令
」
「
考

一
九
五
二
一
O
O
)
を
冠
す
る

課
令
」
「
吏
卒
令
」
「
倉
庫
令
」
「
田
令
」
「
河
渠
令
」
な
ど
、
圃
家
組
織
が
各
部
署
に
お
い
て
行
う
貰
務
執
行
の
具
瞳
的
な
候
項
を
一
不
す
も
の
で

あ
る
。
従
っ
て
朱
烹
が
云
う
「
某
事
合
首
如
何
」
の
「
某
事
」
と
は
官
僚
組
織
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
部
署
が
執
行
す
る
賓
務
、
職
務
を
意
味

す
る
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
朱
裏
の
時
代
の
具
瞳
に
即
し
て
云
う
な
ら
、
「
令
」
と
は
、
官
僚
組
織
の
各
賓
務
遂
行
上

の
職
務
保
項
と
で
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

要
す
る
と
こ
ろ
、
神
宗
の
「
禁
於
未
然
」
(
引
用
問
)
と
い
う
言
葉
に
ち
な
む
な
ら
、
「
令
」
と
は
す
な
わ
ち
、
あ
る
ポ
ス
ト
に
就
き
、
そ
の

職
務
に
首
た
る
不
特
定
の
人
聞
に
そ
の
職
務
の
賓
現
に
つ
い
て
珠
設
的
に
決
め
付
け
る
職
務
保
項
で
あ
る
。

一
方
こ
れ
に
封
し
、
「
命
」
と
は
、

特
定
の
人
聞
に
特
定
の
時
貼
、
特
定
の
指
定
を
以
て
行
わ
れ
る
端
的
に
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
命
令
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

}¥ 

我
々
が
以
上
に
行
っ
た
追
跡
が
委
首
性
を
持
っ
と
す
る
な
ら
、
朱
喜
小
の
こ
の
「
命
は
猶
お
令
の
ご
と
き
也
」
と
い
う
注
稗
に
は
、
前
漢
・
董

仲
野
を
先
艇
と
す
る
皇
帝
圃
家
を
捉
え
る
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
の
轄
轍
が
た
た
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
皇
帝
国
家
を
「
命
」
の
連
鎖
に
よ
っ
て
出
来
る
、
特
定
の
「
皇
帝
」
を
中
心
と
す
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
人
間
集
圏
と
捉
え
る
ヴ
ィ
ジ

ヨ
ン
か
ら
、
「
令
リ
職
務
保
項
」
の
連
鎖
に
よ
っ
て
出
来
上
が
っ
て
い
る
瞳
制
・
組
織
と
捉
え
る
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
へ
の
轄
轍
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
朱
裏
の
よ
く
知
ら
れ
る
、
「
性
」
を
「
主
簿
」
や
「
牒
尉
」
「
郡
守
」
「
鯨
令
」
な
ど
官
人
の
「
職
事
」
に
誓
え
る

解
説
も
、
車
な
る
比
聡
を
越
え
る
、
彼
の
「
性
」
を
巡
る
思
索
の
具
瞳
的
な
護
想
地
貼
を
明
か
す
テ
キ
ス
ト
と
し
て
謹
む
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
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21 
す
な
わ
ち
「
朱
子
語
類
」
巻
四
、
四

O
係
。
黄
替
の
記
録
。
「
語
銀
姓
氏
」
に
「
戊
申
(
一

「
天
の
命
を
之
性
と
謂
う
」
の
、
「
命
」
と
い
う
の
は
告
笥
の
た
ぐ
い
だ
。
「
性
」
と
い
う
の
は
せ
よ
と
決
め
ら
れ
て
い
る
職
事
だ
(
命
便

一
八
八
年
)
所
聞
」
o

日
疋
告
笥
之
類
、
性
便
是
合
首
倣
底
職
事
。
す
な
わ
ち
「
職
事
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
職
リ
ポ
ス
ト
が
執
行
す
べ
き
仕
事
、
と
な
る
)
。
主
簿
が
錯
注
し
、

牒
尉
が
巡
捕
す
る
よ
う
な
も
の
だ
。
「
心
」
と
い
う
の
は
官
人
だ
、
「
気
質
」
と
い
う
の
は
官
人
が
習
向
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
・

ま
た
同
じ
く
巻
四
の
九
二
係
。
徐
寓
の
記
録
。
「
語
録
姓
氏
」
に
「
庚
成
(
一

淳
録
、
横
渠
白
り
以
下
同
じ
」
と
云
う
。
淳
は
陳
淳
、
「
語
録
姓
氏
」
に
「
庚
戊
(
一 一九

O
年
)
以
後
所
聞
」
。
こ
の
僚
の
末
尾
、
原
注
に
は
「
寓
。

一九
O
年
)
己
未
(
一

一
九
九
年
)
所
聞
」
o

m
A
:
:
:
又
た
日
わ
れ
た
。
天
が
命
ず
る
、
そ
の
内
容
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
す
べ
て
に
均
一
だ
(
天
之
所
命
、
固
是
均
一
)
。
「
気
裏
」
の
と
こ

ろ
で
そ
ろ
わ
な
い
と
い
う
事
態
が
起
こ
る
ん
だ
。
裏
け
と
っ
た
も
の
が
ど
う
で
あ
れ
、
厚
か
ろ
う
と
(
薄
か
ろ
う
と
)
、
道
理
は
愛
わ
り

な
く
依
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
(
到
気
裏
庭
使
有
不
斉
、
看
其
菓
得
来
知
何
、
じ
果
得
厚
、
〔
裏
得
薄
、
〕
遁
理
也
備
。
「
裏
符
薄
」
を
補
っ
た
)

0

中わ
4
4
U

B
嘗
て
は
次
の
よ
う
に
謂
っ
て
い
た
(
嘗
謂
)

0

「
命
」
は
昼
言
え
れ
ば
朝
廷
の
出
す
詰
勅
の
よ
う
な
も
の
、
「
心
」
は
壁
言
え
れ
ば
官
人
と
同
じ
、

差
遣
し
て
官
と
す
る
の
だ
。
「
性
」
は
警
え
れ
ば
職
事
と
お
な
じ
こ
と
、
郡
守
に
は
郡
{
寸
の
職
事
が
あ
り
、
牒
令
に
は
牒
令
の
職
事
が
あ

る
が
、

し
か
し
職
事
と
い
う
賄
で
は
同
じ
だ
。
天
は
人
を
生
み
出
し
、
人
に
あ
れ
こ
れ
た
く
さ
ん
な
遁
理
を
や
ら
せ
る
が
(
明
成
化
本
は

(
日
)

「
数
人
許
多
道
理
」
、
徽
州
本
は
「
殺
人
倣
許
多
道
理
」
o

徽
州
本
に
従
う
)
、
こ
れ
は
つ
ま
り
人
に
あ
れ
こ
れ
た
く
さ
ん
な
職
事
を
付
け
る
と
い

う
こ
と
だ
。
(
原
注
。
別
本
に
「
し
か
し
道
理
と
い
う
黙
で
は
同
じ
だ
〔
道
理
只
一
般
〕
」
と
云
う
。
)
「
気
裏
」
と
い
う
の
は
、
睦
言
え
れ
ば
俸
給
の

87 

よ
う
な
も
の
、
気
票
が
「
貴
い
」
と
い
う
の
は
官
位
が
高
い
者
の
よ
う
な
も
の
、
「
賎
い
」
と
い
う
の
は
官
位
が
卑
い
者
の
よ
う
な
も
の
、

い
の
ち
な
が

富
ん
で
い
る
の
は
俸
給
が
厚
い
者
の
よ
う
な
も
の
、
貧
し
い
の
は
俸
給
が
薄
い
者
の
よ
う
な
も
の
、
書
い
の
は
二
・
三
年
の
任
期
を

わ
か
じ

全
う
し
た
上
さ
ら
に
再
任
す
る
者
の
よ
う
な
も
の
、
天
に
す
る
の
は
任
期
を
全
う
し
得
、
ず
に
終
わ
る
者
の
よ
う
な
も
の
。
朝
廷
が
人
を
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差
遣
す
る
と
あ
れ
こ
れ
た
く
さ
ん
の
物
が
二
斉
に
乗
っ
か
っ
て
行
く
ん
だ
(
便
有
許
多
物
一
斉
超
。
原
注
「
一
に
随
に
作
る
」
o

徽
州
本
は

(ロ)
「超」
)

0

C
後
に
(
後
来
)
横
渠
(
張
載
)
が
「
形
あ
り
て
然
る
後
に
気
質
の
性
有
り
。
善
く
之
に
反
え
れ
ば
則
ち
天
地
の
性
存
す
罵
。
故
に
気
質
の

性
は
、
君
子
、
性
と
せ
ざ
る
有
り
需
」
(
『
正
蒙
』
誠
明
篇
)
と
云
っ
て
い
る
の
に
出
合
っ
た
。
清
明
な
気
を
菓
け
た
者
に
し
ろ
こ
の
這
理

と
い
う
の
は
奥
の
と
こ
ろ
に
在
り
つ
一
逗
這
碑
只
在
裏
面
)
、
昏
濁
な
の
を
票
け
た
者
に
し
ろ
こ
の
道
理
は
や
は
り
奥
の
と
こ
ろ
に
在
る
(
這

道
理
也
只
在
裏
面
)
が
、
そ
の
昏
濁
に
よ
っ
て
遮
り
蔽
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
水
に
壁
言
え
れ
ば
、
清
ん
だ
水
の
奥
底
な
ら
毛
筋
一

つ
ま
で
す
っ
か
り
見
え
る
が
、
ど
ん
よ
り
し
た
水
で
は
見
て
取
れ
な
い
。
孟
子
は
「
性
は
善
」
と
言
っ
た
が
、
彼
は
た
だ
大
本
の
と
こ
ろ

を
見
た
だ
け
で
、
気
質
の
性
の
微
塵
の
隅
々
に
つ
い
て
は
言
い
及
、
は
な
か
っ
た
。
程
子
は
「
性
を
論
じ
て
試
を
論
ぜ
、
ざ
れ
ば
備
わ
ら
ず
。

試
を
論
じ
て
性
を
論
ぜ
ざ
れ
ば
明
ら
か
な
ら
ず
。
之
を
一
一
つ
に
せ
ば
則
ち
是
し
か
ら
ず
」
(
『
二
程
遺
書
」
巻
六
)
と
謂
っ
た
が
、
孟
子
は
た

だ
性
を
論
じ
る
だ
け
で
試
を
論
じ
て
い
な
い
の
で
、
完
壁
で
は
な
い

O
i
-
-
-

ま
た
巻
五
の
四
五
係
。
林
撃
蒙
の
記
録
。
「
語
録
姓
氏
」
に
「
甲
寅
ご

一
九
四
年
)
以
後
所
開
」
o

末
尾
注
に
李
方
子
の
記
録
を
引
く
。
「
語

録
姓
氏
」
に
「
戊
申
(

一
八
八
年
)
以
後
所
聞
」

0

23 

或
る
も
の
が
心
と
性
の
遣
い
に
つ
い
て
質
問
し
た
。
日
わ
れ
た
。
こ
の
問
題
は
ど
う
言
え
ば
い
い
の
か
何
と
も
む
つ
か
し
い
。
と
い
っ
て

何
か
に
誓
え
る
と
い
う
の
も
む
つ
か
し
い
三
一
辺
箇
極
難
説
、
且
日
記
難
局
警
聡
一
)
o

伊
川
が
性
を
水
に
誓
え
た
の
な
ど
は
、
言
っ
て
い
る
こ
と
白

瞳
は
そ
れ
で
好
い
の
だ
が
、
理
解
が
行
き
届
か
な
い
者
に
は
誤
解
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
。
心
と
い
う
の
は
、
お
お
づ
か
み
に
は
官
人
の

よ
う
な
も
の
だ
。
天
命
と
い
う
の
は
、
だ
か
ら
君
の
命
、
だ
。
性
は
職
事
と
同
じ
。
と
は
い
え
こ
れ
も
お
お
づ
か
み
に
は
こ
う
い
う
こ
と
と

い
う
こ
と
で
、
自
分
で
頭
を
絞
っ
て
み
な
く
て
は
い
け
な
い
(
心
大
築
似
箇
官
人
、
天
命
便
是
君
之
命
、
性
使
如
職
事
一
般
、
此
亦
大
築
如
此
、

要
肖
理
命
日
得
)

0

・

十
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ま
た
巻
五
八
の
一
四
候
。
陳
丈
蔚
の
記
録
。
「
語
録
姓
氏
」
に
「
戊
申
(
一

一
八
八
年
)
以
後
所
聞
」

0

24 

き
め
つ
け

・
:
:
丈
蔚
が
質
問
し
た
。
「
之
を
得
る
と
得
、
ざ
る
は
命
有
り
と
目
、
つ
」
(
『
孟
子
』
高
章
上
)
と
い
う
の
は
賦
ら
れ
た
分
で
あ
り
、
「
天
の

き
め
つ
け

命
ず
る
を
之
性
と
謂
う
」
と
い
う
の
は
賦
ら
れ
た
理
で
は
な
い
で
す
か
。
日
わ
れ
た
。
そ
れ
は
そ
の
と
お
り
。
天
は
君
の
よ
う
な
も
の
、

命
は
命
令
の
よ
う
な
も
の
、
性
は
職
務
保
項
(
職
事
候
貰
)
の
よ
う
な
も
の
。
君
が
或
る
特
定
の
人
に
或
る
特
定
の
職
務
を
果
た
す
よ
う

に
命
ず
る
(
君
ム
叩
一
這
箇
人
去
倣
一
一
這
箇
職
事
)
と
、
そ
の
俸
時
に
は
厚
い
薄
い
の
遣
い
が
有
り
、
歳
月
に
は
遠
い
近
い
の
遣
い
が
有
る
が
、

ん
な
ま
さ
に
そ
の
命
に
ふ
く
ま
れ
る
(
其
俸
蔽
有
厚
薄
、
歳
月
有
遠
近
、
無
非
是
命
)
o

天
が
人
に
命
ず
る
に
も
厚
い
薄
い
修
い
短
い
の
違
い

が
有
り
、
清
か
濁
か
偏
か
正
か
の
達
い
が
有
る
が
、
す
べ
て
ま
さ
に
そ
の
命
に
ふ
く
ま
れ
る
(
有
命
之
以
厚
薄
修
短
、
有
命
之
以
清
濁
偏
正
、

無
非
回
一
宏
叩
)
0

ま
た
巻
五
九
の
三
四
候
。
葉
賀
孫
の
記
録
。
「
語
録
姓
氏
」
に
「
辛
亥
(
一

一
九
一
年
)
以
後
所
聞
」

0

25 

或
る
も
の
が
、
「
其
の
才
を
壷
く
す
能
わ
ず
」
(
『
孟
子
』
告
子
上
)
と
い
う
は
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
を
質
問
し
た
。
日
わ
れ
た
。
才
と
い

う
の
は
こ
ん
な
風
に
や
っ
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
も
の
の
こ
と
。
:
:
:
こ
い
つ
は
も
と
も
と
勝
手
に
こ
ん
な
風
に
ど
ん
ど
ん
や
っ
て
い
く

は
ず
の
も
の
で
、
た
だ
た
だ
人
矯
と
私
意
の
た
め
に
阻
ま
れ
、
だ
い
た
い
が
ち
ょ
っ
と
動
き
始
め
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
頓
挫
し
て
し
ま

う
。
天
は
天
子
の
よ
う
な
も
の
、
命
は
告
救
を
こ
っ
ち
に
付
輿
す
る
(
将
告
救
付
奥
自
家
)
よ
う
な
も
の
、
性
は
こ
っ
ち
が
受
け
取
っ
た
職

事
(
白
家
所
受
之
職
事
)
の
よ
う
な
も
の
、
牒
尉
の
職
事
が
捕
盗
に
あ
り
、
主
簿
の
職
事
が
簿
書
を
管
理
す
る
の
に
あ
る
よ
う
な
も
の
、
情

は
現
場
に
行
っ
て
貰
際
自
分
で
そ
の
特
定
の
職
事
に
臨
む
こ
と
、
才
は
手
足
を
動
か
し
歩
を
移
し
あ
れ
こ
れ
と
手
を
童
く
す
よ
う
な
も
の

だ
引
く
と
こ
ろ
す
べ
て
「
性
」
を
「
職
事
」
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
引
用
社
で
は
特
に
「
職
事
候
貫
」
と
「
保
貫
」
な
る
語
が
附
く
。
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引
用
担
で
は
「
合
首
倣
底
職
事
」
と
云
う
が
、
こ
の
「
合
首
倣
」
と
い
う
言
句
に
就
け
ば
、
こ
こ
の
護
想
が
、
前
節
に
見
た
朱
喜
…
の
「
救
、

令
、
格
、
式
」
の
「
令
」
に
つ
い
て
の
「
某
事
合
首
如
何
、
這
謂
之
令
」
(
引
用
目
)
に
繋
が
り
、
さ
ら
に
「
五
十
に
し
て
天
命
を
知
る
」
の

(
日
)

「
天
命
」
に
つ
い
て
の
解
説
「
乃
事
物
所
以
首
然
之
故
也
」
(
引
用
5
)

に
、
さ
ら
に
『
大
皐
或
問
』
の
よ
く
知
ら
れ
る
行
文
、

26 

天
下
の
物
に
至
り
で
は
則
ち
必
ず
各
お
の
然
る
所
以
の
故
と
其
の
嘗
に
然
る
べ
き
所
の
則
と
有
り
、
所
謂
理
也
。

の
「
所
首
然
之
則
」
に
繋
が
っ
て
行
く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
今
の

『
大
向
学
或
問
』

の
「
所
首
然
の
則
」
な
ど
も
、
「
天
」
に
出
る
「
令
」
と
し
て
、
「
天
下
の
物
」
と
い
う
「
天
」
に
よ
っ
て
設

け
ら
れ
た
「
職
H

ポ
ス
ト
」
に
預
設
さ
れ
て
い
る
「
こ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
「
職
務
候
項
」
と
、
具
躍
的
に
は
護
想
さ
れ
て
い
る

」
と
に
な
る
。

の
「
命
」
が
「
告
笥
」
(
引
用
幻
)
「
詰
勅
」
(
n
B
)
「
君
之
命
」
(
お
)
「
命
令
」

(
M
)
「
将
告
勅
付
輿
」
(
お
)

と
解
説
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
告
笥
」
「
詰
勅
」
「
告
勅
」
な
ど
は
、
我
々
の
云
う
「
辞
令
」
「
任
命
書
」
に
首
た
る
か
ら
、
い
ず
れ
も

「
天
命
」
の
「
命
」
は
「
命
」
の
ま
ま
で
、
す
な
わ
ち
、
引
用
但
に
言
う
ご
と
く
「
或
る
特
定
の
人
に
或
る
特
定
の
職
務
を
果
た
す
よ
う
に
命

注
意
さ
れ
る
の
は
、
「
天
命
」

ず
る
(
君
命
這
箇
人
去
倣
這
箇
職
事
)
」
命
令
と
比
定
さ
れ
、
『
中
庸
章
句
』

の
「
令
」
に
換
え
る
解
稗
(
引
用
1
)
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

九

考
慮
す
べ
き
は
、
引
用
お
に
も
強
調
さ
れ
る
、
「
心
」
や
「
性
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
難
し
さ
、
比
除
を
用
い
る

こ
と
の
難
し
さ
、

さ
ら
に
適
宜
な
比
聡
を
用
い
得
た
に
し
て
も
逆
に
そ
れ
が
比
聡
と
し
て
鈴
計
な
誤
解
を
生
み
出
し
か
ね
な
い
、
そ
の
難
し
さ

で
ふ
の
ろ
、
っ
。

『
中
庸
」
目
頭
「
天
命
之
謂
性
」
の
「
章
句
」
(
引
用
1
)

に
戻
る
な
ら
、
そ
こ
で
朱
喜
…
が
何
よ
り
も
取
り
出
し
た
い
の
は
、
人
や
物
の
、

個
々
の
、
生
身
の
存
在
と
し
て
の
「
め
ぐ
り
あ
わ
せ
」
の
取
り
替
え
不
可
能
な
差
異
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
に
一
つ
の
均
し
い
、
そ
れ

十
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ら
を
生
み
出
し
た
天
か
ら
の
「
か
く
あ
れ
(
合
賞
倣
、
首
然
)
」
と
い
う
命
令
が
イ
ン
プ
ッ
卜
さ
れ
て
い
る
、

そ
れ
が
「
性
」
だ
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

具
瞳
的
な
生
身
の
存
在
の
差
異
の
裡
に
あ
る
個
別
性
と
、

し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
の
核
心
に
イ
ン
プ
ッ
卜
さ
れ
て
い
る
賓
現
さ
れ
る
べ
き

普
遍
性
、
こ
の
語
離
と
重
層
、
そ
の
閥
係
を
如
何
に
語
る
の
か
、
或
い
は
こ
と
わ
け
る
の
か
。
こ
こ
で
朱
喜
小
は
護
達
し
た
昔
時
の
朝
廷
官
僚
瞳

制
に
お
い
て
明
確
に
な
っ
て
い
た
「
ポ
ス
ト
」
や
「
職
務
」
の
生
身
の
人
間
と
の
語
離
、
「
ポ
ス
ト
」
や
「
職
務
」
が
生
身
の
人
聞
の
存
在
の

仕
方
と
は
異
な
る
レ
ベ
ル
で
確
在
し
、
個
々
の
生
身
の
人
聞
は
逆
に
そ
の
「
ポ
ス
ト
」
や
「
職
務
」
の
機
能
を
現
賓
化
す
る
捨
賞
者
と
し
て
順

次
投
入
さ
れ
交
替
し
て
行
く
と
い
う
官
僚
瞳
制
の
職
務
機
構
と
し
て
の
自
在
化
を
適
宜
な
比
聡
と
し
て
採
り
、
語
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
彼
が
比
聡
を
採
る
朝
廷
官
僚
瞳
制
と
、
『
中
庸
』
冒
頭
の
「
天
命
之
謂
性
」
に
彼
が
謹
み
、
鮮
明
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
ヴ
イ
ジ
ヨ

ン
と
の
聞
に
は
或
る
決
定
的
な
棚
田
離
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
朝
廷
官
僚
瞳
制
に
お
い
て
は
、
「
性
」
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
「
職
事
」
が
「
主
簿
」

「
牒
尉
」
「
郡
守
」
「
牒
令
」
な
ど
の
「
職
事
」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
複
数
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
貼
で
あ
る
。
朱
嘉
の
前
節
に
見
た
解

説
に
お
い
て
も
、
「
職
事
」
は
複
数
と
し
て
出
て
来
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
解
説
で
は
「
職
事
」
白
瞳
の
複
数
性
、
差
異
性
が
「
理
性
」

の
こ
と
わ
け
に
持
ち
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
「
章
句
」
(
引
用
1
)

に
お
い
て
は
「
天
命
之
謁
性
」
の
「
性
」
は
、
人
を
含
む
寓
物
に
つ
い
て
一
つ
の
均
し
い
も
の
と
し
て
ヴ
ィ
ジ

ヨ
ン
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
朝
廷
官
僚
盟
制
に
比
除
を
採
る
こ
と
は
、

一
方
で
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
差
異
す
る
生
身
の
個
別
者

の
芯
に
賓
現
さ
れ
る
べ
く
置
か
れ
て
い
る
普
遍
性
を
見
と
ど
け
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
現
賓
的
な
思
考
の
範
型
を
輿
え
る
と
共
に
、

一
方
で
こ
の
ヴ

イ
ジ
ョ
ン
の
そ
の
基
本
庭
に
日
の
届
か
な
い
も
の
に
は
、
引
用
お
が
云
う
ご
と
く
絵
計
な
誤
解
を
生
み
出
し
か
ね
な
い
。

賓
は
引
用
犯
の

B
を
見
る
に
、
朱
喜
…
自
身
が
こ
の
比
除
に
足
を
取
ら
れ
混
乱
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。

す
な
わ
ち
引
用
幻
は
、

B
の
冒
頭
、
「
嘗
謂
(
か
つ
て
お
も
う
こ
と
し
て
、

み
ず
か
ら
の
こ
の
テ
l
マ
を
巡
る
思
索
の
遍
歴
の
回
想
に
入
る
。

91 

A
の
部
分
で
は
現
在
の
思
索
の
核
心
を
無
駄
な
く
提
示
し
、

し
か
し
こ
の
核
心
の
無
駄
の
な
い
把
捉
に
到
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
経
緯
が
あ
っ
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た
こ
と
を
、
次
に
、

B

「
嘗
謂
(
か
つ
て
お
も
う
と
と
振
り
返
り
、

C

「
後
来
(
の
ち
に
な
っ
て
)
」
と
み
ず
か
ら
そ
の
饗
轄
を
跡
づ
け
る
わ
け

で
あ
る
。
朱
票
の
テ
キ
ス
ト
に
、
こ
の
種
の
思
索
遍
歴
の
回
想
、

み
ず
か
ら
の
思
索
遍
歴
に
謹
し
な
が
ら
思
索
を
進
め
て
行
こ
う
と
す
る
自
己

回
想
的
、
自
己
悟
史
化
的
手
法
が
よ
く
現
れ
る
こ
と
を
こ
こ
で
思
い
合
わ
せ
て
お
き
た
い
。

と
も
あ
れ
こ
の
引
用
ロ
の
談
話
で
朱
書
は
、
先
ず
B
、
「
嘗
て
謂
う
」
と
し
て
朝
廷
官
僚
瞳
制
へ
の
思
い
合
わ
せ
に
よ
っ
て
「
命
」
「
心
」

「
性
」
な
ど
に
つ
い
て
の
理
解
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
再
現
的
に
自
演
し
、
そ
の
う
え
で
、

c、
「
後
来
」
と
し
て
張
載
の
「
気
質
の
性
」
と

「
天
地
の
性
」
の
分
析
を
導
入
し
、
こ
の
分
析
の
「
性
」
に
つ
い
て
の
思
索
に
お
け
る
決
定
性
を
述
べ
て
行
く
。
す
な
わ
ち
朱
書
は
「
天
命
之

謂
性
」
に
つ
い
て
の
み
ず
か
ら
の
思
索
が
、
朝
廷
官
僚
瞳
制
に
護
想
地
貼
を
得
な
が
ら
も
、
事
柄
そ
の
も
の
に
即
し
た
張
載
の
、
言
わ
ば
よ
り

巌
密
で
明
附
な
「
分
析
」
に
出
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
一
段
の
展
開
を
得
た
こ
と
を
た
ど
り
直
し
、
そ
の
地
貼
か
ら
孟
子
の
「
性
善
」
の
考
え
の

不
備
を
も
指
摘
し
て
い
る
と
讃
め
る
わ
け
で
あ
る
。

O 

「
天
命
之
謂
性
」
に
お
い
て
、
「
命
」
を
「
令
」
に
置
き
換
え
、
人
を
含
む
蔦
物
の
「
性
」
に
こ
れ
を
繋
ぐ
時
、
首
時
に
お
い
て
は
輝
か
し

い
よ
う
な
天
地
再
物
に
つ
い
て
の
新
し
い
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
そ
こ
に
聞
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

差
異
の
裡
に
あ
る
、
「
命
H

め
ぐ
り
あ
わ
せ
」
の
ま
に
ま
に
浮
沈
す
る
個
々
の
、
生
身
の
存
在
は
、
賓
は
そ
の
生
誕
の
時
に
、
そ
の
核
芯
に

お
い
て
「
天
」
と
い
う
高
古
不
易
の
世
界
に
斉
し
く
絞
任
さ
れ
均
し
い
「
令
l
職
務
保
項
」
を
受
け
て
い
る
、
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。

こ
の
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
は
、
朱
嘉
が
「
天
理
流
行
」
と
云
う
時
に
展
開
す
る
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
重
要
な
の
は
、
こ
の

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
昔
時
に
お
け
る
「
輝
か
し
き
」
を
理
解
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
「
輝
か
し
さ
」
が
ど
こ
に
設
す
る
の
か
を
考
え
て
み
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。

次
の
テ
キ
ス
ト
に
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
輝
か
し
き
と
、
そ
の
輝
か
し
き
が
護
源
す
る
地
黙
を
謹
む
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

十
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A 

『
論
語
』
羅
也
篇
、
本
丈
。

夫
れ
仁
者
は
己
立
た
ん
と
欲
し
て
人
を
立
て
、
己
達
せ
ん
と
欲
し
て
人
を
達
す
。

未
喜
…
「
集
注
」

レ
ら
ぎ
d

己
を
以
て
人
に
及
ぶ
は
仁
者
の
心
也
。
此
こ
に
於
て
之
を
観
れ
ば
、
以
て
天
理
の
周
流
し
て
間
る
る
こ
と
無
き
を
見
る
可
し
実
。
仁
の
馳
胞

を
状
く
こ
と
、
此
れ
よ
り
切
な
る
莫
し
。

B 

『
論
一
語
』
本
丈
。

す

べ

の

み

能
く
近
く
に
誓
え
を
取
る
、
仁
の
方
と
謂
う
可
き
也
己
。

朱
喜
…
「
集
注
」

警
は
聡
也
。
方
は
術
也
。
近
く
に
諸
れ
を
身
に
取
る
と
は
、
己
の
欲
す
る
所
を
以
て
之
を
他
の
人
に
警
え
、
其
の
欲
す
る
所
も
亦
た
猶
お

是
の
ご
と
き
な
る
を
知
る
也
。
然
る
後
に
其
の
欲
す
る
所
を
推
し
て
以
て
人
に
及
べ
ば
、
則
ち
恕
の
事
に
し
て
仁
の
術
也
。
此
こ
に
於
て

(
M
)
 

勉
む
れ
ば
、
則
ち
以
て
其
の
人
欲
の
私
に
勝
ち
て
其
の
天
理
の
公
を
全
う
す
る
こ
と
有
り
失
。

「
仁
」
が
「
五
常
」
(
引
用
1
B
)

の
中
心
と
し
て
「
性
」
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

A
、
「
此
こ
に
於
て
之
を
観
れ
ば
(
於
此
観

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

之
)
」
の
「
観
」
は
目
を
見
張
り
眼
差
し
を
注
ぐ
こ
と
。
そ
こ
に
「
天
理
」
の
「
同
流
し
て
聞
る
る
こ
と
無
き
」
世
界
の
風
光
が
出
現
す
る
、

と
云
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
「
天
理
之
周
流
而
無
関
」
な
る
世
界
の
輝
か
し
き
の
在
庭
を
、
我
々
は

B

「
集
注
」
の
最
後
に
謹
む
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ

ち
「
其
の
人
欲
の
私
に
勝
ち
て
其
の
天
理
の
公
を
全
う
す
」
と
。
意
を
取
れ
ば
、
自
ら
の
裡
の
「
人
欲
」
に
護
す
る
「
私
」
的
有
り
方
を
打
破

し
、
自
ら
の
裡
の
「
天
理
」
に
護
す
る
「
公
」
的
有
り
方
を
賓
現
し
切
る
こ
と
が
、
「
仁
で
あ
る
手
だ
て
」
に
努
力
す
る
果
て
に
起
こ
る
事
態

93 

と
し
て
、
言
わ
ば
「
仁
で
あ
る
」
有
り
方
そ
の
も
の
と
し
て
到
来
す
る
、
と
謂
う
の
で
あ
る
。
引
用
し
た

『
論
語
」
本
文
と
「
集
注
」
に
就
く
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限
り
、
「
私
」
と
「
公
」
と
は
、
人
の
「
有
り
方
」
の
雨
封
的
な
二
つ
で
あ
り
、
「
私
」
の
方
は
自
ら
の
生
身
と
い
う
代
え
難
い
現
存
に
向
か
い

閉
じ
込
む
有
り
方
、

一
方
「
公
」
の
方
は
他
者
へ
と
自
ら
を
聞
き
普
遍
へ
と
向
か
い
行
く
有
り
方
、
と
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
白

ら
を
他
者
へ
と
聞
き
に
聞
き
、
聞
き
切
っ
た
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
「
公
(
な
る
有
り
方
)
を
全
う
」
し
た
と
こ
ろ
に
出
現
す
る
普
通
性
こ
そ
が

ヴ
ィ
シ
ョ
ン

「
天
理
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
聞
け
る
寓
物
が
聞
き
合
う
ひ
ろ
が
り
に
そ
の
ま
ま
「
天
理
流
行
」
の
輝
か
し
い
風
光
が
顕
現
す
る
、
と
い
う
こ

(
日
)

と
に
な
ろ
う
か
。

人
を
含
む
生
身
の
寓
物
個
々
の
核
芯
に
天
の
叙
任
、
そ
の
職
務
候
項
の
付
輿
を
見
届
け
る
朱
嘉
の
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
は
、
前
節
に
見
た
ご
と
く
、

首
時
の
朝
廷
官
僚
組
織
の
様
態
、
「
公
」
の
賓
現
と
し
て
の
「
官
」
の
職
務
立
て
に
護
想
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
一
方
、
こ
の
天
地
再
物
に
亘

る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
、
も
は
や
「
官
」
の
世
界
に
踊
踏
す
る
の
で
は
な
い
、
む
し
ろ
「
官
」
の
世
界
を
相
封
化
す
る
、
端
的
に
普
通
的
な
「
天
理

の
公
」
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
朱
書
の
思
索
が
以
後
の
時
代
に
切
り
開
い
た
「
新
し
さ
」
が
こ

こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

朱
烹
が
「
官
」
の
世
界
に
嗣
蹄
し
な
い
護
想
の
持
ち
主
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
護
想
に
従
っ
て
、
我
々
が
「
民
間
」
と
呼
ぶ
、
新
し
い
「
公

(
日
)

共
空
間
」
を
首
時
具
躍
的
に
切
り
開
い
て
い
た
こ
と
を
最
後
に
見
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
「
枇
倉
」
の
創
設
で
あ
る
。

先
ず
確
か
め
て
お
く
べ
き
は
、
朱
書
が
自
ら
の
生
き
る
賓
感
を
、
田
園
・
郷
聞
に
お
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
五
一
歳
の
時
、
知
南
康
軍
と

し
て
護
給
し
た
「
勧
農
丈
」
に
次
の
よ
う
に
云
う
。
『
朱
丈
公
文
集
』
巻
九
九
「
勧
農
丈
」
の
一
一
。
淳
照
七
年
(
一

一
八

O
年)。

28 

:
:
首
職
は
久
し
く
田
園
に
在
り
。
農
事
を
習
い
知
る
。
到
官
日
久
し
く
、
自
ら
斯
の
弊
す
る
を
観
る
(
「
観
」
は
目
撃
す
る
音
色
。
恨
む
ら
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く
は
、
符
印
、
守
る
こ
と
有
る
を
以
て
、
朝
夕
に
仔
伯
に
出
入
し
、
諸
父
兄
と
其
の
子
弟
を
率
い
て
転
鋤
来
組
の
聞
に
従
事
し
、
其
の
婦

か
み

子
を
し
て
含
晴
鼓
腹
し
て
、
復
た
飢
凍
流
移
す
る
の
患
い
無
か
ら
使
め
、
以
て
上
、
聖
天
子
の
元
元
を
愛
養
し
夙
夜
焦
勢
側
但
す
る
の
意

ち

か

に
副
う
こ
と
有
る
に
庶
幾
き
を
得
、
さ
る
こ
と
。
.

一
四
歳
の
年
に
父
・
朱
松
を
失
い
、
劉
子
初
の
援
助
の
も
と
母
を
奉
じ
て
崇
安
牒
に
暮
ら
し
を
立
て
て
以
来
の
賓
際
生
活
を
踏
ま
え
て
の
言

で
あ
ろ
う
。
「
知
南
康
軍
事
」
と
い
う
れ
っ
き
と
し
た
官
職
に
あ
る
が
、
そ
の
心
身
の
賓
感
は
回
国
・
農
事
の
聞
に
あ
る
。

そ
の
崇
安
牒
を
含
む
建
寧
府
一
帯
は
乾
這
四
年
(

一
六
八
年
)
春
・
夏
の
交
、
飢
謹
に
瀕
し
た
。
嗣
時
官
と
し
て
崇
安
牒
に
家
居
し
て
い

た
朱
喜
…
は
知
牒
・
諸
葛
廷
瑞
の
要
請
に
し
た
が
っ
て
救
済
に
首
た
り
、
そ
の
経
緯
の
中
、
建
寧
府
の
知
府
で
あ
る
王
准
、

つ
い
で
沈
度
に
要
請

し
て
「
枇
倉
」
を
創
設
す
る
に
至
る
。
そ
の
経
緯
を
自
ら
記
し
た
「
建
寧
府
崇
安
勝
五
夫
一
吐
倉
記
」
に
は
次
の
よ
う
な
件
り
が
あ
る
。
『
朱
丈

公
文
集
』
巻
七
七
。
淳
照
甲
午
(
一
一
円
九
年
、

一
一
七
四
年
)
五
月
丙
戊
の
記
。

29 

い
や
し

今
ま
幸
い
に
し
て
数
公
相
い
継
ぎ
、
其
の
民
を
愛
し
遠
き
を
慮
る
の
心
、
皆
な
法
令
の
外
に
出
づ
。
又
た
皆
な
吾
人
を
部
み
て
以
て
任

か

み

し

も

ず
る
に
足
ら
ず
と
矯
さ
ず
。
故
に
吾
人
得
て
以
て
是
の
数
年
の
聞
に
及
び
て
左
に
提
し
右
に
撃
し
、
上
に
説
き
下
に
教
え
、
遂
に
能
く
郷

た
め

聞
の
矯
に
此
の
無
窮
の
計
を
立
つ
。
日
疋
れ
畳
に
、
五
口
が
力
の
濁
り
能
く
す
る
な
ら
ん
哉
。

「
敷
公
」
と
は
王
准
、
沈
度
な
ど
を
謂
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
朱
宣
口
小
は
自
ら
を
通
常
に
は
こ
の
ク
ラ
ス
の
官
員
か
ら
「
都
み
て
以
て

任
ず
る
に
足
ら
ず
と
矯
さ
」
れ
る
「
郷
閏
」
の
民
人
に
含
め
、
こ
の
「
数
公
」
が
そ
の
よ
う
な
自
分
た
ち
を
「
部
ま
ず
」
に
扱
っ
て
く
れ
た
と

感
謝
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
自
ら
を
「
郷
閏
」
に
紛
れ
る
、
「
官
」
な
ら
ざ
る
人
間
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

95 

十

「

95 

「



L 」

去
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
国
跡
部
中
日
宍
)
日
・

c
a
E
待

ー「

96 

ま
た
、
こ
の
「
枇
倉
」
は
友
人
た
ち
を
含
め
首
時
の
士
人
よ
り
、
王
安
石
の
「
青
苗
法
」
と
同
じ
で
は
な
い
か
と
い
う
嫌
疑
を
受
け
た
が
、

こ
れ
に
朱
裏
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
『
朱
丈
公
文
集
』
巻
七
九
「
婆
州
金
華
牒
一
吐
倉
記
」
。
淳
照
十
二
年
(
一

一
八
五
年
)
乙
巳
多
十
月

庚
戊
朔
の
記
。

30 

な
や

抑
そ
も
凡
そ
世
俗
の
之
に
病
む
所
以
の
者
は
、
王
氏
の
青
苗
を
以
て
説
を
話
す
に
過
ぎ
ざ
る
耳
。
予
の
、
前
賢
の
論
に
観
る
を
以
て
、
而

し
て
今
日
の
事
を
以
て
之
を
験
ぶ
れ
ば
、
則
ち
青
苗
な
る
者
は
、
其
の
立
法
の
本
意
は
固
よ
り
未
だ
、
善
か
ら
ず
と
馬
さ
ざ
る
也
。
但
だ
、

お

其
の
之
を
給
す
る
や
金
を
以
て
し
て
穀
を
以
て
せ
ず
、
其
の
之
を
庭
く
や
牒
を
以
て
し
て
郷
を
以
て
せ
ず
、
其
の
之
に
職
す
る
や
官
吏
を

以
て
し
て
郷
人
士
君
子
を
以
て
せ
ず
、
其
の
之
を
行
う
や
緊
数
亙
疾
の
意
を
以
て
し
て
惨
但
忠
利
の
心
を
以
て
せ
ず
:
:
:

朱
喜
…
は
こ
こ
で
「
青
苗
法
」
を
評
債
し
つ
つ
も
、

四
黙
に
絞
っ
て
「
一
吐
倉
法
」
と
の
遣
い
を
述
べ
る
。
「
枇
倉
」
が
「
官
」
の
世
界
な
ら
ざ

る
「
郷
間
」
の
世
界
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
経
告
は
「
官
」
で
は
な
く
「
郷
人
士
君
子
」
が
行
う
と
、
朱
喜
山
は
明
確
に
述
べ
て
い
る
の
で

あ
る
。

結

例
え
ば
朱
喜
…
が
就
い
た
「
知
南
康
軍
事
」
と
い
う
職
で
云
う
な
ら
、
そ
の
職
務
は
南
康
軍
の
民
生
の
安
定
と
向
上
に
務
め
る
こ
と
で
あ
る
。

皇
帝
に
よ
り
護
給
さ
れ
て
い
る
令
l
職
務
保
項
も
、
皇
帝
個
人
の
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
民
生
の
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。

従
っ
て
そ
こ
に
緬
養
さ
れ
る
職
務
意
識
は
、
皇
帝
個
人
に
針
す
る
責
務
で
は
な
く
、
そ
の
職
務
が
そ
の
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
「
民
」
に
面

(
口
)

す
る
責
務
と
し
て
成
立
す
る
。
宋
代
に
お
け
る
朝
廷
官
僚
瞳
制
の
設
展
は
、
こ
の
よ
う
な
職
務
意
識
を
詞
養
し
、
朱
喜
…
も
朝
廷
官
僚
と
し
て
は

(
国
)

そ
の
よ
う
な
職
務
意
識
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。

朱
烹
は
こ
の
よ
う
な
職
務
意
識
を
、
「
天
命
之
謂
性
」
の
「
命
」
を
「
令
」
に
謹
み
替
え
る
こ
と
に
よ
り
、
人
を
含
む
高
物
が
そ
も
そ
も
こ
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の
世
に
生
ま
れ
て
有
る
こ
と
の
核
芯
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
朱
裏
が
「
性
」
や
「
理
」
に
つ
い
て
云
う
「
嘗
然
」
「
合
首
倣
」
な

の
感
量
で
あ
る
。

ど
の
言
葉
は
、
こ
の
よ
う
な
職
務
意
識
に
お
け
る
責
務
の
感
覚
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
人
を
含
む
天
地
高
物
に
面
す
る
責
務

中
国
の
み
な
ら
ず
本
邦
の
江
戸
期
に
も
及
ぶ
「
近
世
」
と
謂
う
枇
舎
を
作
り
支
え
た
人
々
の
エ
ー
ト
ス
の
起
源
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
、
っ
か
。
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註(
1
)

本
誌
『
東
洋
史
研
究
』
第
五
十
五
巻
第
三
競
、
一
九
九
六
年
、
二

八
頁
、
四
八
頁
以
下
、
及
び
六
O
頁
の
註
(
日
)
を
参
照
。

(
2
)

『
中
庸
章
句
」
を
含
む
『
囚
童
日
集
注
』
は
、
義
文
印
書
館
『
四
童
日

集
註
』
、
英
志
忠
校
刊
本
の
影
印
本
、
一
九
七
四
年
刊
、
を
使
用
。

(
3
)

『
周
易
』
説
卦
俸
に
「
乾
、
健
也
、
坤
、
順
也
」
と
云
う
な
ど
。

(
4
)

『
大
挙
』
の
「
致
知
在
格
物
」
の
「
物
」
に
封
す
る
「
物
猫
事

也
」
な
ど
も
、
こ
の
「
命
猶
令
也
」
に
比
す
べ
き
重
要
性
を
持
つ
注

轄
の
例
で
あ
ろ
う
。

(
5
)

中
文
出
版
世
、
呂
氏
賓
詰
堂
刊
本
の
影
印
本
、
一
九
七
五
年
刊
、

を
使
用
。

(
6
)

中
華
書
局
「
四
部
備
要
」
本
『
未
子
大
全
』
を
使
用
。

(
7
)

中
華
書
局
「
理
準
叢
書
」
所
取
・
王
星
賢
貼
校
本
、
一
九
八
六
年

刊
、
を
使
用
。
た
だ
し
時
に
誤
植
な
ど
が
あ
る
の
で
、
正
中
主
日
局
影

印
、
明
成
化
九
年
江
西
藩
司
覆
刊
本
、
一
九
七
O
年
刊
、
ま
た
中
文

出
版
枇
影
印
、
「
朝
鮮
古
寝
徽
州
本
朱
子
語
類
」
一
九
八
二
年
刊
、

を
参
照
し
た
。

(
8
)

蓋
湾
商
務
印
書
館
刊
『
大
本
原
式
精
印

所
牧
本
を
使
用
。

(
9
)

前
註

(
8
)
に
同
じ

(
日
)
新
文
四
一
旦
出
版
公
司
影
印
、
一
九
七
六
年
刊
、
に
擦
る
。

(
日
)
前
註

(
7
)
に
参
照
。

(
ロ
)
前
註

(
7
)
に
参
照
。

(
日
)
蓋
湾
大
通
書
局
印
行
「
通
志
堂
経
解
』
影
印
本
所
収
「
大
向
学
纂

疏
』
に
振
る
。

(
比
)
こ
こ
に
引
用
し
た
朱
烹
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
「
日
本
中
国
皐

曾
報
』
第
五
十
二
集
、
二

0
0
0年
、
所
牧
の
「
朱
裏
の
思
索
、
そ

の
面
差
し
と
可
能
性
」
に
お
い
て
取
り
上
げ
、
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

一
三
九
頁
以
下
。

(
日
)
前
註
(
日
)
に
云
う
論
文
を
参
照
。
二
二
九
頁
以
下
。

(
日
)
朱
崇
の
「
祉
倉
」
に
つ
い
て
は
『
東
洋
古
典
皐
研
究
』
第
|
八
集
、

二
O
O
四
年
、
所
牧
の
「
朱
子
山
門
干
の
位
置
〔
二
己
|
|
「
中
国
」

の
現
賓
H
|
|
」
、
三
一
二
頁
下
段
以
下
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

四
部
叢
刊
正
編
』
影
印

十

「
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去
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
国
跡
部
中
日
宍
)
日
・

c
a
E
待

ー「
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(η)

『
朱
文
公
文
集
』
巻
一
一
三
「
乞
放
持
田
里
駅
」
を
参
照
。
『
東
洋

古
典
向
学
研
究
』
第
六
集
、
一
九
九
八
年
、
所
牧
の
「
朱
子
撃
の
位
置

〔
己
|
|
闘
う
民
政
官
た
ち
I
|
|
」
、
八
頁
上
段
以
下
参
照
。

(
問
)
特
に
強
烈
な
職
務
意
識
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
と
言
い
符
る
だ
ろ
う
。十

『
朱
文
公
文
集
』
巻
一
六
か
ら
一
九
に
至
る
諸
巻
に
牧
め
ら
れ
た

「
奏
朕
」
、
巻
九
九
・
一

O
O
に
牧
め
ら
れ
た
「
公
移
」
諸
篇
に
参

げ
口
凶

O

}、
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dynastic history to depict the history of Northern Wei as that of a dynasty of 

central China founded by Daowu-di. 

MING AND LING: ZHU XI'S INTERPRETATION OF :R$Z~I'H1 

KINOSHITA Tetsuya 

The phrase :R$Z~I'l'I1., $'I1.z~l'lili, itifiliz~I'l~~ at the beginning of the 

Zhong-yong r:p Jj' is one most heavily emphasized passages from the classical texts 

relied on in the Neo-Confucian thought of Zhu Xi *_. Just how this he 

interpreted this passage is fundamental to the framework of Zhu-xi's thought. 

In the commentary at the beginning of Zhu Xi's Zhong-yong Zhang-ju 

r:p •• iiJ, he states, "Ming is the equivalent of ling' riTr)$%ilL. This appears at 

first glance as an unproblematic, simple explication of the meaning of the 

character, and it has seldom been the addressed in previous studies. Yet, I 

believe this passage is of unusual significance, which I hope to illuminate in this 

study. 

Zhu Xi's interpretation directs his readers to replace tian ming :R$ with tian 

ling :R% in the Zhong-yong. Both words mean essentially the same thing, but 

ming applies to a specific person at a specific time, with a specific designation as 

directly personal mandate. Ling, on the other hand, can be summarized as being 

concerned with prescriptively applied duties of a post a specific post, applying to 

unspecified occupants. Zhu Xi's proposal to read tian ming as tian ling was a 

proposal to switch from the previous understanding of ming, which tended to see 

it as applied on an individual basis, to another in which all were assigned duties by 

heaven. By this switch, all things, which as living beings reside within a multitude 

of different circumstances, are assigned same tasks in their being, and thus a 

universal vision applicable to all was formed. 

In Zhu Xi's thought, humans being alive have common duties to all things 

assigned by heaven that must be fulfilled, and thus the concept of prescribed duty 

was established, and thereafter became the "ethos" in the formation of the 

"modern" societies of East Asia. 
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